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tま

じ

め

tこ

一
九
三

O
年
の
護
見
以
来
す
で
に
牢
世
紀
以
上
を
経
て
、
そ
の
内

(

1

)

 

容
は
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
大
庭
修
氏
に
よ
る
詔
書
な
ど
各
種
行
政
文
書
の
復
原
的
研
究
や
、

(

2

)

 

種
帳
簿
類
の
出
土
地
別
、
書
式
別
集
成
は
、
そ
の
代
表
的
な
成
果
で
あ
る
。

漢
代
史
を
研
究
す
る
上
で
、
居
延
漢
簡
は
貴
重
な
同
時
代
資
料
で
あ
る
。

永
田
英
正
氏
に
よ
る
各

1 

〈

3
)

そ
の
結
果
、
張
披
郡
に
お
け
る
軍
陵
の
組
織
と
命
令
系
統
、
そ
の
地
理
的
配
置
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ま
ず
軍
隊
の
組
織
は
、

郡
太
守



2 

機構 l 人 員

太守(二千石〉

太守府 丞 ・長史(六百石〕

諸曹嫁腐など

都尉(比二千石〉・丞 ・尉

都尉府 司馬・千人

諸曹嫁厩 ・卒史・令史 ・書佐など

候・(郭候，比六百石〉

侯官
丞・尉(塞尉，二百石〉

士吏(百石〉・嫁

尉史 ・令史(斗食〉

候
侯史(斗食)

;陰
成卒

ホ…~ヲハ
v

。

府
ー
都
尉
府
|
候
官
|
候
|
燈
と
い
う
機
構
に
な
っ
て
い
る
。
各
機
構

張抜郡の各機構の人員構成

の
人
員
構
成
は
表
に
あ
げ
た
如
く
で
あ
る
。
地
理
的
に
は
、
傑
得
鯨
に

置
か
れ
た
郡
太
守
府
の
下
に
二
つ
の
部
都
尉
が
麗
し
、
郡
の
北
部
を
管

(

4

)

 

轄
す
る
居
延
都
尉
府
が
次
頁
の
地
闘
の

K
七
一

O
地
貼
、
こ
れ
に
属
す

る
候
官
と
し
て
居
延
候
官
(
所
在
地
不
明
)
・
珍
北
候
官

(
A

1
宗
開
阿

務
)
・
甲
渠
候
官

(
A
8
破
滅
子
)
・
品
川
井
候
官

(
P
9
博
羅
松
治
)
が
あ
げ

ら
れ
る
。
南
部
を
管
轄
す
る
の
は
肩
水
都
尉
府
〈
A
お
大
湾)、

肩
水
俣
官

(
A
mω

地
湾
)
・
贋
地
候
官
・
葉
他
候
官
(
と
も
に
所
在
地
不
明
)
、

」
れ
に

表

さ
ら
に
関
所
と
し
て
肩
水
金
閲
(
A
沼
)
が
所
属
す
る
。

こ
れ
ら
の
開
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に
び
っ
し
り
と
並
ん
で
い
る
の
が
、
各
候
官
に
属
す
る
候
燥
の
遺
跡
で

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
従
来
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
居
延
漠
簡
に
見
え
る
様
々
な
補
給
物
資
の
轍
迭
に
闘
す
る
資
料
の
分
析
を
通
じ
て
、

簡
般
に
つ
い
て
は
、

法
境
に
展
開
す
る
駐
屯
部
隊
へ
の
補
給
物
資
の
流
れ
と
聡
迭
の
仕
組
み
、
さ
ら
に
そ
の
社
曾
的
基
礎
を
探
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
引
用
す
る

出
土
地
と
原
簡
番
抗
、
最
も
鮮
明
な
園
版
の
出
典
を
略
稿
で
あ
げ
る
。

一
九
七
七
再
版
本
〉
、

「
務
」
は
務
幹
『
居
延
漢
筒
考
穣
固
版
之
部
』

(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

(
科
翠
出
版
社

「
乙
」
は
『
居
延
漢
筒
甲
乙

一
九
五
九
)
、

編
L司

(
文
物
出
版
社

「甲」

は
『
居
延
漢
筒
甲
編
』

(
文
物
出
版
社

一
九
八
七
)
に
従
う
が
、
改
め
た
所

(
5
)
 

も
あ
る
。
ま
た
一
九
七
三

1
七
四
年
に
新
た
に
出
土
し
た
簡
臆
で
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
も
利
用
し
て
み
た
い
。

一
九
八
二
)
を
示
す
。
樟
文
は
基
本
的
に
は

『
居
延
漢
簡
樺
文
合
校
』
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第
一
章

居
延
戦
線
に
お
け
る
物
資
職
、途

(1) 

候
燈
へ
の
補
給
物
資
稔
迭

居
延
戦
線
に
展
開
し
た
軍
事
機
構
に
お
い
て
、
侯
官
は
所
属
の
候
憶
を
指
揮
す
る
と
と
も
に
、
帳
簿
や
文
書
類
を
作
成
し
、
武
器

・
食
糧
な

ど
補
給
物
資
を
貯
蔵
し
て
配
下
の
候
憶
に
配
分
す
る
前
線
基
地
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
居
延
都
尉
府
に
属
す
る
甲
渠
候
官

(
A

8
破
滅
子
)
を
中
心
に
、
最
末
端
の
候
耀
に
射
す
る
食
糧
な
ど
の
配
分
方
法
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

食
糧
と
な
る
穀
物
と
盟
は
、
吏
卒
の
違
い
を
問
わ
ず
毎
月

一
定
量
が
配
給
さ
れ
、
侯
官
が
作
成
す
る
配
給
名
簿
に
基
づ
い
て
各
個
人
に
支
給

さ
れ
る
。
寅
際
の
支
給
は
、
侯
官
か
ら
候
長
以
下
に
渡
せ
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
命
令
書
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。

1 

元
延
二
年
十
月
壬
子
甲
渠
候
陸
調
第
十
候
長
忠
等
記
到
各
遺
勝
康

(
A
8
一
一
一
四
・
三
O

努
四
四
八
)

-4-

(
元
延
二
年
〔
H

前
一
二
十
月
壬
子
、
甲
渠
侯
の
隆
、
第
十
侯
長
忠
等
に
謂
う
。
記
到
れ
ば
各
お
の
終
い
る
と
こ
ろ
を
遣
し
て
廃
せ
よ
。
)

こ
の
よ
う
な
命
令
に
麿
じ
て
候
躍
の
吏
卒
が
侯
官
に
出
向
く
と
、
門
の
と
こ
ろ
で
出
頭
し
た
人
名
や
用
件
、
到
着
の
時
刻
が
次
の
よ
う
に
記
録

(

6

)

 

さ
れ
る
。
永
田
英
正
氏
の
名
付
け
た

「詣
官
簿
」
で
あ
る
。

2 

第

一
燈
長
調
勝
部
卒
詣
官
康
六
月
笑
丑
卒
旦
入

(A
8
二
五
四
・
九

努
二
二
九
〉

3 

第
十
四
燈
長
鳳
勝
部
卒
詣
官
康
六
月
笑
丑
卒
旦
入

(
A
8
八
九

・一一

勢
二
三
四
)

(第
十
四
時
措
長
の
鳳
、
部
卒
を
柊
い
て
官
に
詣
り
て
膿
す
。
六
月
美
丑
卒
旦
入
る
)

ー
の
よ
う
な
命
令
に
鷹
じ
て
、
部
下
の
成
卒
を
引
率
し
て
食
糧
を
受
け
取
り
に
来
た
二
人
の
燈
長
が
、
同
時
に
候
官
に
到
着
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
穀
物
を
受
け
取
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
記
録
が
残
さ
れ
る
。

4 

郭
卒
張
寛

盟
三
升

十
二
月
食
三
石
三
斗
三
升
少

十

一
月
庚
申
白
取

(
A
8
二
O
三
・
一
四

発
二
ハ
ご
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図
口
沙
燈
長
遺
卿

粟
三
石
三
斗
三
升
少
白
取
ロ
梓
一
時
一
件
諮
問
一
二
百
二
叫
え
一
材
料
誠
一
叫
年
取
図

4
は
候
官
本
部
勤
務
の
成
卒
の
個
人
別
の
記
録
、

(
A
8
一
九
一
・
一
一

努
四
三
一
ニ
)

4

・
5
は
「
吏
卒
康
名
籍
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

5
は
燐
ご
と
に
ま
と
め
た
記
録
で
あ

る。

5
か
ら
は
、
出
頭
し
た
耀
長
と
成
卒
が
、
耀
に
残
っ
て
留
守
を
務
め
る
成
卒
の
分
ま
で
受
け
取
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
吏
卒

(

7

)

 

個
人
を
封
象
と
し
た
配
給
食
糧
の
分
配
は
、
こ
れ
を
受
け
取
る
吏
卒
自
身
が
候
官
な
ど
に
出
頭
し
て
行
わ
れ
る
の
が
原
別
で
あ
っ
た
。

で
は
候
憶
の
備
品
類
の
補
給
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
鳴
壁
に
塗
る
壁
土
(
居
延
漢
簡
で
は
「
樗
」
と
い
う
文
字
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
)
を
例
に
と

っ
て
み
よ
う
。

6 

第
廿
五
燈
長
張
奉
世

六
月
美
未
受
撤
載
増
以
己
丑
到
健
得
堀
十
五
石

(
A
8
一
七
三
・
一

O
+
二一一一

第
二
七
四
〉

(
第
廿
五
燈
長
張
奉
世

六
月
笑
禾
、
搬
を
受
け
て
爆
を
載
せ
、
己
丑
を
以
て
峰
雄
に
到
る
。
憶
を
得
る
こ
と
十
五
石
。
)

7 

図
長
車
威

六
月
美
未
受
機
載
塙
以
己
丑
到
口
口
図

(
A
8
一
七
三
・
三

第
二
七
三
)

8 

七
月
丙
子
封
符
載
増
量
辛
図

(
A
8
二
八
三
・
四
三

努
四
一
七
〉

- 5ー

図

6
は
健
長
の
作
業
記
録
で
、
命
令
に
よ

っ
て
燈
ま
で
塘
十
五
石
を
轍
迭
す
る
の
に
、
往
復
六
日
を
要
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)
 

車
雨
に
よ
る
職
、
迭
を
意
味
し
、
人
が
背
負
う
場
合
は
「
措
」
と
書
い
て
匿
別
さ
れ
る
。

7
は
断
簡
だ
が
、
日
附
な
ど
全
く
同
じ
内
容
で
あ
る
。

「
載
」
は

侯
官
の
命
令
で
各
健
長
が
一

一
斉
に
受
け
取
り
に
赴
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

8
も
同
様
の
作
業
記
録
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
見
え
る
「
封
符
」
と
は
、

関
所
の
遁
行
に
用
い
ら
れ
る
割
り
符
||

「
出
入
六
寸
の
符
券
」
と
呼
ば
れ
る
ー
ー
を
護
行
さ
れ
、
摺
行
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
候
耀

(
9〉

に
物
資
を
職
、迭
す
る
吏
卒
が
開
所
を
通
過
す
る
場
合
、
候
官
の
護
行
す
る
逼
行
詮
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
侯
燈
の

備
品
類
も
、
吏
卒
が
指
定
の
場
所
か
ら
運
ん
で
く
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
候
官
は
、
命
令
や
規
程
に
違
反
し
た
軍
吏
を
慮
罰
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
罰
の
中
に
も
物
資
の
縁
遠
に
関
係
し
た
も

の
が
あ
る
。

5 

9 

第
十
候
長
秦
忠

坐
部
十
二
月
甲
午
留
蒸
遁
載
純
赤
童
三
百
丈
致
図

(
A
8
二
六

努
三
四
一
〉
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(
第
十
候
長
秦
忠

部
の
十
二
月
甲
午
蒸
を
留
む
る
に
坐
し
て
、
適
〔
H
請
〕
し
て
純
赤
董
三
百
丈
を
載
せ
て
・
:
に
致
さ
し
む
。
)

10 

第
十
候
史
楊
卒

罷
卒
在
正
月
四
日
到
部
私
留
一
日
適
運
斐
五
百
束
致
候
官
舎
八
月
旦

(
A
8
二
八
五

・
一
O

第
三
七

O
)

(第
十
候
史
楊
卒

曾
す
。
)

罷
卒
正
月
四
日
に
在
り
て
部
に
到
る
に
、
私
に
留
む
る
こ
と

一
目
。
適
し
て
斐
五
百
東
を
蓬
び
て
侯
官
に
致
さ
し
む
。
八
月
旦
に

11 

寓
歳
候
長
田
宗

坐
設
省
治
大
司
農
斐
卒
不
以
時
遣
吏
将
詣
官
失
期
遁
篤
騨
馬
載
三
域
安
五
石
致
止
害

(
A
8
六一

・
一一一
+
一
九
四

甲
四
三
ご

(
高
裁
候
長
田
宗
大
司
農
の
斐
を
省
治
す
る
の
卒
を
設
す
る
に
時
を
以
て
せ
ず
、
吏
を
遺
し
て
賂
い
て
官
に
詣
ら
し
む
る
に
期
を
失
す
る
に
坐
し

て
、
適
し
て
線
馬
の
骨
周
に
三
峨
の
安
五
石
を
載
せ
て
止
筈
に
致
さ
し
む
。)

12 

十
一
月
五
日
丁
丑
城
北
卒
砦
諌
受
品
川
井
塞
尉
徴
言
図

通
辱
載
甲
渠
候
都
轄
二
雨
図

(十一

月
五
日
丁
丑
、
城
北
の
卒
醤
諮
受
け
た
る
品
川
井
塞
尉
の
搬
に
言
う
。
:
:
:
傘
を
適
し
て
甲
渠
候
都
に
載
せ
て
二
一
問
の
・
:
を
縛
ぜ
し
む
。)

(A
8
二
五
四

・
一
一一一
A

第
二
二
八
〉

- 6ー

9
は
、
侯
長
が
部
下
の
犯
し
た
信
競
停
達
の
ミ
ス
に
連
坐
し
て
、
罰
と
し
て
某
所
へ
物
品
を
轍
迭
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
日
は
除
隊
兵
を
理
由
も

な
く
足
留
め
し
た
罰
と
し
て
、

ま
ぐ
さ
五
百
束
を
候
官
に
運
ば
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
、

「
八
月
旦
」
と
い
う
期
日
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。

11 

騨
馬
用
の
ま
ぐ
さ
を
職
迭
さ
せ
る
、

(

叩

)

る
、
と
い
う
連
絡
で
あ
る
。
候
官
の
吏
に
課
せ
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
懲
罰
的
職
迭
は
、
職
、
4
恋
さ
れ
る
物
資
の
多
様
性
を
物
語
る
と
と
も
に
、
候

は
大
司
農
直
轄
の
農
地
に
ま
ぐ
さ
刈
り
に
涯
遣
さ
れ
る
成
卒
を
候
官
に
集
合
さ
せ
る
の
が
遅
れ
た
た
め
、
罰
と
し
て
三
鳩
燈
か
ら
止
筈
陣
地
ま
で

ロ
は
分
井
候
官
に
属
す
る
吏
に
劃
す
る
慮
罰
で
、

P
ζ
L
Aノ
。

甲
渠
候
官
ま
で
何
か
を
車
二
南
分
運
ば
せ

官
に
臨
機
に
利
用
で
き
る
職
、迭
手
段
と
し
て
車
雨
(
恐
ら
く
牛
車
)
が
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
前
述
の
食
糧
や
壊
の
聡
迭
に

も
、
首
然
こ
の
よ
う
な
車
南
が
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
こ
の
よ
う
な
候
跡
地
の
補
給
基
地
と
し
て
の
候
官
へ
の
物
資
職
、
迭
を
整
理
し
て
み
よ
う
。



食
糧
が
最
も
重
要
な
物
資
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

は
、
侯
官
本
部
詰
め
の
軍
吏
と
成
卒
が
合
わ
せ
て
百
名
前
後
、
そ
の
下
に
少
な
く
と
も
二
十
の
候
と
八
一
の
健
が
置
か
れ
て
い
た
。
侯
に
は
候

長
以
下
成
卒
ま
で
十
名
ほ
ど
、
燈
に
は
燈
長
と
成
卒
合
わ
せ
て
四
j
五
名
が
い
た
か
ら
、
甲
渠
候
官
全
睡
で
は
、
百
数
十
名
の
軍
吏
と
四
j
五

(

U

)

 

百
名
の
成
卒
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

(2) 

候
官
へ
の
穀
物
職
選

候
官
の
管
理
す
る
様
々
な
補
給
物
資
の
う
ち
で
も
、

甲
渠
候
官
で

彼
ら
に
は
一
人
一
か
月
〈
大
月
)
あ
た
り
、

粟
を
中
心
に
三
石
三
斗
三
升
と
三
分
の
一
の
穀
物
が
支
給
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
吏
卒
一
人
あ
た
り
一
年
聞
に
約
四

O
石
、
候
官
金
睡
で
は
月
あ
た
り
二
千
石
前
後
の
穀
物
が
消
費
さ
れ
る
。
ま
た
成
卒
が

(

ロ

〉

家
属
を
伴
う
場
合
は
家
属
に
も
食
糧
が
配
給
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
年
開
穂
量
は
三
高
石
を
は
る
か
に
超
え
る
だ
ろ
う
。

甲
渠
候
官
管
内
に
は
、
穀
物
の
貯
蔵
倉
庫
が
候
官
本
部
の
ほ
か
五
箇
所
の
躍
に
置
か
れ
て
い
た
。
呑
遠
燈
倉
、
牧
虜
燈
倉
、
第
廿
三
・
第
廿

(
日
)

五
・
第
廿
六
煙
倉
で
あ
る
。
各
倉
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に

「
穀
出
入
簿
」
や

「
吏
卒
康
名
籍
」
な
ど
が
作
成
さ
れ
、
分
捲
し
て
吏
卒
へ
の
食
糧
支
給

- 7ー

を
行
な
っ
て
い
た
。
前
引
2
・
3
は
、
こ
の
う
ち
候
宮
本
部
の
倉
か
ら
支
給
を
受
け
る
場
合
の
例
で
あ
る
。
各
倉
の
帳
簿
類
は
候
宮
本
部
へ
定

(
U〉

期
的
に
報
告
さ
れ
て
監
査
を
受
け
、
時
に
は
候
官
か
ら
吏
が
涯
遣
さ
れ
て
在
庫
検
査
も
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
候
官
金
瞳
の
穀
物
牧
支
が
把
握

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

7 

13 

基
一
百
ヨ

三
千
九
百

E

〈A
8
一
一
二
・
二

O

図受
穀四
高月
三図徐
千少穀
一高
百ー
ハ千
十習塾六

回一一百
音晶玉
六五十
十石一

言議石

七斗
…ー

升
少

努
二

O
二
)

14 

(
A
8
一
一
二
・
二
二

勢
二

O
三〉

15 

〈A
8
一
一
二
・
八

努
二

O
二〉

16 

培
康
五
千
二
百
廿
五
石
合
五
千
二
百
品
川
七
石

努
二

O
二
)

図
莱
十
二
石

.
九
穀
高
六
千
四
百
図

受
城
倉

図

(
A
8
一
一
二
・
二
一

17 

(
A
8
一
一
二
・
六

努
二

O
一二〉

18 

今
徐
穀
高
二
千
四
百
七
十
三
石
三
斗
図

努
二

O
二
)

(
A
8
一
一
二
・
二



8 

こ
れ
ら
は
候
官
全
農
の
穀
物
牧
支
を
ま
と
め
た

「
穀
出
入
簿
」
で
、
筒
番
競
と
筆
跡
か
ら

一
連
の
加
害
の
一
部

(
簡
の
並
び
方
は
わ
か
ら
な
い
が
〉

日
に
は
、
あ
る
年
の
四
月
末
現
在
の
甲
渠
候
官
全

と
考
え
ら
れ
る
。
六
簡
の
う
ち
五
簡
は
下
端
に
焼
け
焦
げ
が
残
っ
て
い
る
黙
'も
共
通
す
る
。

ら
な
い
が
、

盟
の
穀
物
在
庫
量
が
記
さ
れ
て
い
る
。
下
段
の
小
字
は

M
と
同
様
、
穀
物
の
種
類
別
の
内
需
だ
ろ
う
。

四
月
末
に
比
べ
て
五
千
石
弱
増
加
し
て

い

M
A

・
日
は
牧
支
い
ず
れ
の
項
目
か
わ
か

国
は
小
字
の
書
き
込
み
内
容
か
ら
牧
入
の
項
目
と
判
断
で
き
る。

ロ
は
合
計
総
量
で
、

る。

日
は

「今
」
の
現
在
量
を
示
す
。
慣
に

口
と
の
差
額
を
出
す
と
、
四
千
石
ほ
ど
が
嘗
期
間
中
の
支
出
総
量
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
国
の
一
ホ
す
数
値
か
ら
、
日
の
小
字
部
分
の
合
計
五
二
三
七
石
が
管
内
の
倉
の
一
つ
に
闘
す
る
在
庫
量
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
こ
と
が

(

日

)

で
き
る
。

-
甲
渠
候
官
紳
健
五
年
正
月
田
官
稔
口
図

図
定
職
穀
畢
千
七
百
五
十
六
石
市
旭
町
一
凶

幻
今
徐
穀
千
七
百
六
石
口
斗
六
升
大
時
一
山
田
図

四
は
、
紳
健
五
年

(
リ
五
鳳
元
年
、
前
五
七
〉
正
月
に
、
屯
田
闘
係
の
「
回
官
」
か
ら
甲
渠
候
官
に
総
選
し
た
穀
物
に
閲
す
る
帳
簿
の
表
題
簡
で

行
わ
れ
た
。

あ
る
。 こ

の
よ
う
な
候
官
の
倉
へ
の
穀
物
補
給
は
、

(
日
)

日
に
見
え
る
よ
う
に
上
級
機
関
で
あ
る
居
延
都
尉
府
の

「
城
倉
」
や
屯
田
を
掌
る
農
都
尉
か
ら

20 19 

- 8ー

(
A
8
二
七
一
・
一

O

勢
一
七
一
)

(
A
8
九
九
・
四

品
目
二
五
九
)

(
A
8
九
九
・
五

労
六

O
O
)

m
・
2
は
筒
番
披
と
筆
跡
か
ら
や
は
り

一
連
の
「
穀
出
入
簿
」
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。

却
は
候
官
全
瞳
か
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
倉
に

運
び
込
ま
れ
た
穀
物
の
量
で
、
小
字
部
分
は
穀
物
の
内
需
。

目
は
そ
こ
か
ら
支
出
を
差
し
引
い
た
現
在
量
で
あ
る
。
こ
う
し
て
倉
に
穀
物
が
搬

入
さ
れ
る
と
、
候
官
か
ら
次
の
よ
う
な
命
令
が
下
さ
れ
る
。

-
告
尉
謂
第
廿
三
候
長
建
国
受
轄
穀
到
図

4
言
車
雨
石
斗
放

(
尉
に
告
げ
、
第
廿
三
候
長
建
閣
に
謂
う
。
醐
何
穀
を
受
け
て
到
れ
ば
:
・
・
車
爾
石
斗
の
数
を
言
え
。)

22 

勢
一
八
七
)

(
A
8
一
四
五
・
二

23 

第
廿
三
健
倉
受
穀
各
有
数
激
到
具
移
受
穀
石
斗
図

魅
力
三
二
九
)

(
A
8
一一一一七・一一一一



(
第
廿
三
燈
倉
、
受
穀
に
各
お
の
数
有
り
。
激
到
れ
ば
具
し
て
受
殺
の
石
斗
:
:
:
を
移
せ
。
)

こ
れ
ら
の
例
は
、
車
南
陵
に
よ
る
各
倉
へ
の
穀
物
搬
入
が
、
候
官
に
よ
っ
て
計
董
的
に
貫
施
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
は
い
え
日

i
m

か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
候
官
全
艦
の
穀
物
貯
臓
量
は
一
高
j
一
高
五
、
六
千
石
の
聞
で
増
減
し
て
レ
る
か
ら
、

れ
る
の
で
は
な
く
、
何
回
か
に
分
け
て
補
給
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
年
分
の
穀
物
が
一
度
に
運
ば

甲
渠
候
官
出
土
の
「
穀
出
入
簿
」
に
は
、
十
阜
敷
商
程
度
の
小
規
模
な
穀
物
職
迭
を
記
録
し
た
簡
も
あ
る
。

25 

入入
粟粟

図大大
九石石
十百廿
九石五
石石

尉草
-!H-史四
三芸李雨

巻露
車
一
一
閉

正
月
乙
未
口
図

(
A
8
一
五
六

努
一
七
O
)

24 

口
図

(
A
8
一
一
一
二
・
六

第
ご
二
五
)

入
粟
大
石
廿
五
石

総車
候ー

図官爾

建
卒
二
年
十
月
笑
未
甲
渠
令
史
宗
受
城
倉
令
史
謹

始
建
園
六
年
二
月
己
丑
賂
口
守
尉
図

(
A
8
八
四
・
二
七

努
二
七
六
〉

26 27 

(
A
8
一
一
六
六

甲
二
ニ
九
三
〉

28 

建
武
五
年
三
月
笑
未
武
賢
耀
長
忠

〈

A
8
六

乙
二
八
七
)

- 9ー

受
賂
轄
守
士
吏
孫
彊

(
ロ
)

M
・
お
・
幻
は
い
ず
れ
も
車
一
両
あ
た
り
大
石
二
五
石
を
積
ん
で
穀
物
が
運
ば
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
米
国
賢
次
郎
氏
は
こ
の
よ
う
な
穀

(

四

〉

(

凹

〉

物
が
五
石
入
り
の
袋
に
詰
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
が
、
お
の
よ
う
に
三
石
入
り
の
袋
が
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
簡
は
甲
渠

幻
は
「
職
候
官
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
候
官
本
部
の
倉
に
搬
入
さ
れ
た

候
官
管
内
の
ど
の
倉
に
つ
い
て
の
記
録
か
剣
断
し
に
く
い
が
、

(
加
)

こ
と
が
わ
か
る
。

職
、
迭
に
従
事
し
た
人
員
に
つ
い
て
お
は
、
車
四
雨
の
車
南
除
を
尉
史
が
指
揮
し
た
と
記
し
て
い
る
。
お
の
「
持
轄
守
土
吏
」
と
い
う
肩
書
き

〈

幻

)

は
、
侯
官
の
土
吏
が
臨
時
に
職
選
陵
長
を
務
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
幻
の
場
合
も
恐
ら
く
同
様
で
、
候
官
の
尉
か
尉
史
が
職
、
迭
陵
長

と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
お
の
例
も
、
城
倉
の
令
史
が
穀
物
を
届
け
た
の
で
は
な
く
、
候
官
の
令
史
が
城
倉
ま
で
受
け
取
り
に
行
つ

た
の
だ
と
解
画
拝
さ
れ
る
。

9 

29 

第
十
部
吏
一
人

載
穀
三
十
餅
致
官

口
図

(
A
8
九
五
・
一
二

第
二
八
一
)



10 

こ
の
簡
は
甲
渠
候
官
第
十
候
の
部
吏
、
す
な
わ
ち
候
長
・
候
史
・
燈
長
の
一
人
が
候
官
に
穀
物
を
轍
迭
し
た
こ
と
を
記
す
。
こ
れ
は
前
引

9
1

ロ
の
よ
う
な
懲
罰
的
職
迭
の
可
能
性
も
あ
る
が
、

た
。
こ
の
よ
う
に
、
候
官
に
験
逸
さ
れ
る
穀
物
は
、
候
官
所
属
の
吏
の
率
い
る
車
雨
陵
が
都
尉
府
や
屯
田
の
倉
庫
ま
で
受
け
取
り
に
行
く
と
い

い
ず
れ
に
せ
よ
侯
官
へ
の
穀
物
職
、迭
に
従
事
し
た
の
は
侯
宮
本
部
の
吏
だ
け
で
は
な
か
っ

う
形
で
稔
迭
さ
れ
た
。
こ
れ
は
前
簡
で
述
べ
た
候
蜂
へ
の
物
資
補
給
と
共
通
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ

の
よ
う
な
験
迭
任
務
が
絡
わ
る
と
、

責
任
者
が
任
務
完
了
の
報
告
を
行
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

初
図
聡
褒
贋
地
還
詣
官
十
二
月
乙
酋
図

は
、
吏
が
褒
の
職
、
途
完
了
の
報
告
の
た
め
候
官
に
出
頭
し
た
こ
と
を
記
録
し
た
「
詣
官
簿
」
。

さ
ら
に
候
官
か
ら
都
尉
府
あ
て
に
報
告
書
が
提

(
A
B
七
八
・
一
一
一
一

努
一
七
二
〉

出
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
勾
)

は
侯
官
か
ら
都
尉
府
あ
て
に
護
信
さ
れ
た
書
類
の
内
容
摘
録
と
日
附
を
控
え
た
「
護
信
日
簿
」
で
、
何
か
の
職
選
完
了
の
報
告
書
が
令
史
に
よ

31 

図
口
口
口
右
備
己
犠
撃
.
一

事

一一封

十

一
月
壬
民
令
史
敏
封

(
A
8
一一
一
一
七
・
三
O

発
三
二
六
〉

- 10ー

っ
て
封
印
さ
れ
、
設
信
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

2

図
二
百
七
十
五
雨
稔
居
延

3
図
口
口
三
十
六
雨
轍
葉
他

図図
(

A

)

図
口
口
九
十
四
南
総
居
延

図
十
一
雨
験
実
他

図図

(
B
〉

(
A
m
三
二

・一

八

努
九
七
・
九
八
〉

こ
の
簡
は

A
泣
肩
水
金
闘
で
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
一
度
に
こ
の
閥
所
を
通
過
し
た
車
雨
数
か
、
あ
る
期
間
の
通
算
か
わ
か
ら

な
い
が
、
こ
こ
を
通

っ
て
居
延
侯
宮
や
嚢
他
候
官
(
肩
水
都
尉
府
所
属
)
の
南
候
官
に
か
な
り
の
数
の
車
両
職
迭
が

あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た

33 

甘
露
二
年
十
月
童
三
年
九
月
呑
遠
倉
過
開
出
入
簿

(
出
土
地
不
明

甲
附
九
A
B
)

は、

甲
渠
候
官
に
属
す
る
呑
遠
燈
倉
に
つ
い
て
、
関
所
を
出
入
り
し
て
職
、
迭
し
た
穀
物
あ
る
い
は
人
員
の
記
録
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い



る。
以
上
、
候
官
へ
の
穀
物
搬
入
に
闘
す
る
記
録
を
文
書
類
の
作
成
手
順
に
沿
っ
て
整
理
し
、
内
容
を
検
討
し
て
き
た
。
候
官
で
必
要
と
さ
れ
る

三
高
石
に
の
ぼ
る
穀
物

l
l二
五
石
積
み
の
車
千
二
百
雨
分
ー
ー
は
、
車
一
雨
か
ら
百
南
以
上
ま
で
規
模
は
様
々
だ
と
し
て
も
、
比
較
的
小
規

模
な
轍
迭
を
頻
繁
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
候
官
管
内
の
各
倉
に
搬
入
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
職
迭
力
は
候
官
の
吏
の
指
揮
す
る
車

で
は
、
こ
の
よ
う
な
轍
送
力
は
ど
の
よ
う
に
し
て
編
成
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
が
次
の
間
題
で
あ
る
。

南
陵
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

職
迭
力
の
編
成

)
 

唱
・
4(
 
職
選
陵
の
組
織

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

候
官
に
穀
物
を
職
迭
す
る
車
雨
陵
は
、

臨
時
の
総
選
陵
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
候
官
の
軍
吏
が
指
揮
し
、
候
長

・
候

-11ー

史

・
陣
地
長
な
ど
侯
燈
の
軍
吏
も
そ
の
作
業
に
従
事
し
て
い
た
。

34 

図
遣
吏
職
府
謹
揮
可
用
者
随
亭
崎
地
図

(
A
お
二
三
二
・
二
六

努
一
四
)

(
「
:
:
:
吏
を
遺
し
て
府
に
轍
せ
」
と
あ
り
。
護
み
て
用
う
べ
き
者
を
捧
び
て
亭
燈
に
随
い
:
:
:
)

35 

図
可
用
者
各
随
亭
燈
不
可
用
者
図

(
A
m
二
三
二
・

六

第
一
四〉

(:
:
:
用
う
べ
き
者
は
各
お
の
亭
燥
に
随
わ
し
め
、
用
う
べ
か
ら
ざ
る
者
は
:
:
:
〉

36 

従
正
月
以
来
日
載
轄
者
及
除
未
満
三
月
勿
図

(P
9
三
九
五
・

一
四

労
一

O
八〉

(
正
月
よ
り
以
来
己
に
載
輔
押
せ
る
者
、
及
び
除
せ
ら
れ
て
未
だ
三
月
に
満
た
ざ
る
も
の
は
、
:
:
:
す
る
勿
れ
。
)

M
A

・
お
は

A
お
肩
水
侯
官
出
土
で
、
簡
番
競
と
筆
跡
が
共
逼
す
る
。

討
の
「
謹
」
よ
り
上
は
上
紐
か
ら
の
命
令
の
引
用
で
、
都
尉
府
へ
の
物
資

「謹
」
以
下
は
肩
水
侯
官
の
貫
行
報
告
で
、
職
選
に
従
事
で
き
る
吏
を

11 

職
迭
に
つ
い
て
、
肩
水
都
尉
府
か
ら
候
官
に
下
さ
れ
た
命
令
で
あ
る
。



12 

選
ん
で
亭
防
局
づ
た
い
に
涯
遣
し
た
こ
と
を
記
す
と
思
わ
れ
る
。
お
も
こ
れ
に
関
連
し
た
内
容
。
お
は

P
9
品
川
井
候
官
出
土
で
、

に
従
事
す
る
吏
の
選
抜
基
準
を
示
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
都
尉
府
か
ら
の
命
令
と
は
限
ら
な
い
が
、
正
月
以
来
す
で
に
こ

の
任
務
に
つ
い
た
者

「
載
轄
」
任
務

と
、
新
任
の
吏
が
こ
の
任
務
を
克
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「載
轄
」
作
業
が
年
聞
に
何
回
か
行
わ
れ
、
従
事
す
る
者
が
あ
る
程
度
長
期
間
、
本

来
の
持
ち
場
を
離
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
候
官
の
軍
吏
が
交
代
で
少
な
く
と
も
年
に
数
回
、
大
規
模
な
車

雨
除
に
よ
る
長
匝
離
の
物
資
総
迭
に
従
事
し
、

そ
の
中
に
は
都
尉
府
へ
の
物
資
稔
迭
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
都
尉
府

の
レ
ヘ
ル
に
お
い
て
も
、
職
迭
専
門
の
部
隊
が
常
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
配
下
の
属
吏
や
候
官
の
軍
吏
を
動
員
し
て
物
資
補
給
に
あ
た
ら
せ

て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
験
迭
隊
の
州
労
働
力
が
軍
吏
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
候
燥
へ
の
物
資
補
給
と
同
様
、
彼
ら

は
配
下
の
成
卒
を
率
い
て
稔
、
迭
に
あ
た
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
成
卒
の
作
業
分
措
や
所
在
を
確
認
し
た
記
録
で
あ
る
「
作

37 

廿
へ
日
封

第
十
五
陣
地
長
王
賞
不
在
署
一
，

ー

人人人
見王高

朝同
廿車
入子
日未
従到
候
長
未
還

乙

(
A
8
二
O
六

七

努
二
二
四
)

- 12ー

簿
」
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

38 

次
呑
燈
長
長
野

二一一卒
人人人四
見車省人

父
在
官
巳
見

(
下
段
略
)

(九

E
P
T
五
九
ニ
ハ
)

39 

図
見人人
康李

延
蒋
車
父
不
在

(
A
8
一
O
四・

一
九

第
一
三
一
二
〉

40 

ヨ

一
人
質
小
子
草
子
未
到

E
二
人
見

(A
8
二
八
五
・
五

努
三
七
二
)

計
は
甲
渠
候
官
第
十
五
燥
の
も
の
で
、
健
長
と
成
卒
の

一
人
が
候
長
に
従
っ
て
二
八
日
か
ら
不
在
で
未
聞
還
、
民
卒
古
同
同
は

「草
子
」
で
不

在
、
目
的
地
に
未
到
着
で
、
現
在
こ

の
躍
に

は
留
守
番
の
成
卒
が

一
人
い
る
だ
け
で
あ
る
。

下
端
の
「
乙
」
は
チ
ェ

ッ
ク
の
印
。
お
は
同
じ
く

次
呑
燈
の
記
録
で
、
上
段
に
「
作
簿
」

の
事
項
、
下
段
に
備
品
検
査
を
し
た
「
守
御
器
簿
」
の
事
項
が
記
さ
れ
る
。

こ
の
健
で
は
健
長
と
成
卒



一
人
は
「
省
」
、

(
m
A〉

す
な
わ
ち
他
地
に
出
向
作
業
中
、

ま
た
一
人
は
「
車
父
」
と
し
て
侯
官
に
お
り
、
所
在
は

四
人
の
う
ち
卒
二
人
が
不
在
で
、

ぬ
・
却
も
同
様
の
断
簡
で
、

幻

1
却
で
成
卒
の
不
在

沼
に
見
え
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
候
官

「
車
父
」

「
車
子
」
と
な
っ
た
成
卒
が
不
在
に
な
っ
て
い
る
。

チ
ェ

γ

ク
済
み
で
あ
る
。

「
車
子
」
と
い
う
作
業
は
、
車
雨
轍
迭
に
関
係
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

の
理
由
と
し
て
記
さ
れ
る
「
車
父
」

本
部
に
集
合
し
、
軍
吏
の
指
揮
下
で
輪
選
任
務
に
つ
い
た
に
違
い
な
い
。

4

図
口
口
口
等
身
持
団
以
直
一
凶

は
断
簡
だ
が
、
上
段
に
職
、迭
陵
を
指
揮
す
る
軍
吏
の
名
、
下
段
の
小
字
の
部
分
に
轍
迭
陵
の
「
車
父
」
な
ど
を
務
め
る
成
卒
の
名
を
記
し
て
い

〈

A
8
四
八
四
・
六
七

努
六
O
一〉

る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
成
卒
と
車
南
陵
の
関
係
を
一示
す
も
の
に
、
女
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

42 

-
右
第
八
車
父
杜
口
口
守
父
斬
子
衡

- 13ー

算
身
一
人
図

(
A〉

-
右
第
八
車

図
(

B

)

(
A
8
一八
0
・四
O

努
一
三
九
・
三
二
O
〉

43 

右
第
八
車
十
口
図

(
A
8
二
二
八
・
二
二

第
一
五

O〉

45 44 

(
A
n
二
三
0
・一

O

勢
四
三
二
)

-
右
第
六
車
卒
廿
人
図

・
右
第
一
車
十
人

図

(
A
m
二
九
・
九

努
六
O
)

46 

圃
右
新
陽
第
一
車
十
人
図

(
A
お
五
一
五
・
一
ム
ハ

努
八
四
〉

「
第
八
車
」
に
は
車
交
の
杜
某
と
「
守
父
」
の
新
子
衡
が
配
置
さ
れ

--
申込、

ψ
h

、刀

認
は
、
簿
籍
の
加
書
中
で
そ
こ
ま
で
の
記
事
を
ま
と
め
た
簡
に
あ
た
る
。

「
守
父
」
は
車
交
見
習
で
あ
る
た
め
に
、
頭
数
は
一
人
と
み
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
簡
の
右
に
は
嘗
然
「
第
八
車
」
に
閲
わ
る
他

の
人
名
が
列
奉
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

必
以
下
は
各
地
で
出
土
し
た
「
右
第
j
車
」
の
筒
だ
が
、
こ
れ
ら
の
車
両
に
は
十
人
・
廿
人
の
皮

13 

卒
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

成
卒
郭
東
利
里
張
敵
「
第
品
川
車
」

47 

(
カ
ッ
コ
内
は
別
筆
。

A
8
二
八
・
一

O

努
二
二
一
〉
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48 

民
卒
口
曾
里
石
傘
「
第
対
車
五
人
」

(同右。

A
8
四
七
七
・
四

勢
五
八
四
)

49 

元
城
第
八
車
卜
庚

口
出

(
A
8
一一一一

一
-
一
O
努
四
五

ご

(

川

品

)

努
四

一
五
)

50 

成
卒
河
南
郡
繰
氏
北
晶
里
房
葬
年
三
十
五

図
口
年
三
十
日
不
出

努
二
六
)

第
六
車

(
A
幻
二
五

(
A
お
七
四

51 

右
第
三
車

こ
れ
ら
は
成
卒
の
名
籍
に
、
配
置
さ
れ
た
車
雨
を
書
き
込
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。
川
崎
に
は

「第
品
川
車
五
人
」
と
あ
り
、

川町

1
必
の
例
と
も
共
通
す

る
。
各
車
雨
に
配
置
さ
れ
た
成
卒
は
什
伍
を
組
ん
で
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

必
1
日
の
よ
う
な
書
式
の
簡
は
候
燈
か
ら
都
尉
府
に
至
る
各
レ
ベ

そ
の
出
現
頻
度
か
ら
い
っ
て
相
嘗
庚
い
範
圏
で
頻
繁
に
作
成
さ
れ
た
名
籍
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
で
も
必
は
肩
水

(

お

)

印
は
や
は
り
開
所
と
考
え
ら
れ
る

A
a地
貼
の
出
土
で
あ
り
、
ま
た

0
・
日
で
人
名
の
下
に
記
さ
れ
る
「
出
」
「
不
出
」
と
い
う
語
句

(
お
〉

は
、
関
所
の
出
入
記
録
に
ま
ま
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
名
籍
は
、
関
所
を
通
過
し
て
物
責
を
職
迭
す
る
車
南
陵
の
人

「第
1
車
」
と
遁
し
番
競
が
つ
け
ら
れ
た
各
車
南
に
は
、
車
父
の
ほ
か
什
伍
を
組
ん
だ
成
卒
も
随
伴
し
て

金
闘
、

ル
で
出
土
し
て
お
り
、

員
を
-
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

- 14ー

い
た
。
人
数
が
ま
ち
ま
ち
な
の
は
、
車
問
陵
の
任
務
の
遣
い
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
成
卒
の
聡
迭
任
務
の
う
ち
、

「車
父
」
と
し
て
指
定
さ
れ
た
成
卒
は
他
の
什
伍
の
成
卒
と
扱
い
が
遣
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
が

ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
か
を
、
次
に
調
べ
て
み
よ
う
。

る。

(2) 

車

父

の

位

置

「車
父
」
と
し
て
職
、途
任
務
に
つ
く
成
卒
は

「省
卒
」
の
よ
う
に
皐
純
勢
働
力
と
し
て
無
作
震
に
選
ば
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

52 

圃
車
父
名
籍

(
A
8
一
五
七
・
四

努
三
六
二
)

53 

口
陽
第
七
草
文
王
…
陽
里
郭
卒

労
四
四
四
)

図

(
A
8
二
八
七
・
二
一



54 

郡

南
陽
新
野
車
交
口
図

(
A
8
七
二
・
四
二

努
二
ハ
八
〉

55 

内
策
第
十
五
車
父
親
都

ハA
8
一
O
一
・
二
九

勢
五
一
九
〉

図

56 

館
陶
邑
第
一
車
長
艦
母
傷

(
A
8
一
ニ
一
一
・
一
三

発
一
二
六
六
〉

臼
は
、
甲
渠
侯
官
に
お
い
て
車
父
だ
け
の
名
籍
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

図

日
以
下
の
例
は
下
傘
の
依
け
た
も
の
が
多
く
、
名
籍
の

本
文
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い
が
、
車
父
の
人
名
を
先
頭
に
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
大
櫛
敦
弘
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
車
父
の
人

(幻〉

名
は
「
某
鯨
第
1
車
父
某
里
某
甲
」
と
書
か
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
書
式
は
一
般
の
成
卒
と
異
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
名
牒
爵
里
」
の
中

に
「
第

1
車
父
」
と
い
う
職
掌
が
讃
み
込
ま
れ
て
い
る
貼
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
書
き
方
か
ら
推
し
て
、
甲
渠
候
官
の
車
父
た
ち
は
、
出
身
勝

で
成
卒
と
し
て
徴
用
さ
れ
た
段
階
か
ら
す
で
に
「
車
父
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
彼
ら
を
一
般
の
成
卒
と
匝
別
す
る
理
由

は
何
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
登
場
す
る
他
の
種
類
の
筒
臆
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

現
在
判
明
し
て
い
る
限
り
、
車
父
に
関
連
し
た
簡
臓
は
、
成
卒
に
支
給
さ
れ
た
武
器
類
や
衣
服
(
私
物
を
含
む
)
を
個
人
別
に
記
し
た
「
成

- 15-

卒
被
兵
簿
」
や
、
彼
ら
の
用
い
た
栂
(
つ
け
札
)
が
中
心
で
あ
る
。

ノ
く
、

、
〉
，，

mω

は
舟
井
候
官
累
虜
候
所
属
、
躍
喜
燈
の
民
卒
許
勃
に
閲
す
る
も
の
。
彼
は
車
交
と
し
て
稔
迭
作
業
に

従
事
す
る
た
め
、
斡
売
な
る
人
物
が
許
勃
に
支
給
さ
れ
て
い
た
湾
を
「
閣
」
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。

57 

斡具卒躍
売湾許喜
第一勃燈
閣有所車

楯恒父
車

努
四
六
五
〉

口ICJI

(
文
字
の
上
に
封
泥
権
。

A
幻
八
三
・
五
A

58 

順
陽
車
父
唐
妨
雷
僅

(
同
右
。

A
8
二
五
七
・
一

努
六
O
二〉

60 59 

-
×
新
野
第
一
車
父
連
図

冠
軍
第
二
車
呉
口
口
口

品目三
一
八
)

(
文
字
の
上
に
刻
み
。

A
8
一
四
五
・
四

第
一
八
七
)

(
下
端
部
に
刻
み
。

A
8
一八
0
・八

15 

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
つ
け
札
で
あ
る
。

「
閣
」
と
は
、
嚢
に
入
っ
た
成
卒
の



16 

(

お

)

私
物
や
銭
を
候
官
の
吏
が
預
か
っ
て
倉
庫
に
保
管
す
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
斡
莞
は
品
川
井
侯
官
の
吏
で
、
本
来
こ
の
つ
け
札
は
対
井
候
官
の
倉

庫
に
預
け
ら
れ
た
護
に
つ

い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
日
以
下
は
甲
渠
候
官
出
土
の
つ
け
札
で
、
や
は
り
所
属
の
車
父
の
私
物
の
入
っ
た
嚢
に
つ

け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
印
は
巌
密
に
は

「車
父
」
と
書
か
れ
て

い
な
い
が
、
車
父
の
場
合
と
類
似
し
た
例
で
あ
る
。

次
に
「
成
卒
被
兵
簿
」

を
み
て
み
よ
う
。

襲
一
領

復
修
一
雨

泉
履
二
爾

は
肩
水
都
尉
府
の
出
土
衝
で
、
人
名
表
記
は
印
と
同
様
で
あ
る
。
下
段
は
私
物
か
官
給
の
衣
服
を
記
し
て
い
る
。
衣
服
な
ど
の
内
容
は

一
般
の

61 

准
陽
郡
口
卒
第
十
五
車
褒
卒
里
陳
傘

(
A
お
四
九
八

甲
一
九
O
一一一)

成
卒
と
饗
わ
り
な
い
。

Av--命、晶、

φ
h
，刀

次
の
例
t土
少
し

Eき塑趣
--iょを

さ異
傷に

し
小大て
鉛鋭い
一一る

(
A
8
六
七

労
二
一
四
)

62 

第
廿
九
車
父
白
馬
亭
里
富
武
都

63 

民
卒
梁
園
雄
陽
第
四
車
父
宮
南
里
馬
庚

(
A
お
三
O
三・

六
+
三

O
一

労

一
O〉
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錯
ニ
承
鉦
二
破

鋸
二

・

釜
一
完

下
段
に
書
か
れ
る
支
給
物
品
は
、
一
般
の
成
卒
に
支
給
さ
れ
る
武
器
類
と
異
な
り
、
工
具
類
が
多
い
。
こ

(

却

)

れ
は
車
父
に
支
給
さ
れ
た
車
雨
の
装
備
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
通
常
は
候
燥
に
勤
務
す
る
成
卒
だ
が
、
車
父
と
し
て
職
迭
任
務
に
つ
く
場
合

は
、
私
物
や
武
器
を
「
閣
」
し
、
車
雨
用
装
備
を
支
給
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
日
出
に
見
え
る
よ
う
に
、
車
父
は
普
通
各
車
雨
に
一
人
の
割
合
で
配

こ
れ
ら
の
書
式
は
臼
と
同
じ
だ
が
、

置
さ
れ
た
か
ら
、
彼
ら
は
恐
ら
く
車
を
運
轄
す
る
と
と
も
に
、
験
迭
中
の
車
南
を
管
理
し
、
故
障
な
ど
を
修
理
す
る
係
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
車
子
」
は
名
稿
か
ら
考
え
て
そ
の
助
手
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

宮
具
湾
七
紺
胡
一
得
楯
九
承
弦
十
四

承

考

二

中

俊

一

蘭

七

私

剣

八

臼

第
廿
五
車
父
卒
陵
里
辛
盈
川
有
方
三

斬
干
十
蘭
冠
七

震
矢
三
百
五
十
斬
幡
十
服
七

棄
宣
千
五
十

こ
の
簡
は
「
成
卒
被
兵
簿
」
と
同
様
の
書
式
だ
が
、
下
段
に
見
え
る
武
器
類
は
、

た
寄
〉
七
に
劃
し
て
、
蘭
・
服

・
矢
な
ど
の
数
も
七
の
倍
数
で
あ
る
か
ら
、

(
A
お一

0
・三
七

第
七

O
)

民
卒
一
人
の
装
備
と
し
て
は
多
す
ぎ
る
。

具
湾
(
組
み
立
て

怒
勺
を
持
っ
た
兵
士
七
名
分
の
装
備
に
、

私
物
の
剣
な
ど
を
加
え
た



も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
第
廿
五
車
」
の
積
み
荷
の
内
容
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
例
は
職
選
中
の
積
み
荷
の
管
理
も
車
父
の
職

責
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
車
父
は
物
資
職
、迭
の
第
働
力
の
中
按
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
彼
ら
は
成
卒
と
し
て
候
健
の
防
衛
任
務
に
つ
き
な
が
ら
、

職
選
任
務
の
際
に
は
一
般
の
成
卒
と
は
異
な
る
職
責
を
負
っ
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
存
在
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
豚
で
従
軍
し
た
時
に
遡
っ
て

し
た
が
っ
て
草
父
は
透
-境
地
帯
の
軍
隊
の
み
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
職
掌
で
は
な
く
、
内
郡
の
豚
レ
ベ
ル
に
も
擦
が
り
を
も
っ

て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
居
延
漢
筒
か
ら
確
認
で
き
る
車
父
の
出
身
郡
勝
は
、
親
郡
(
内
賞
、
館
陶
〉
、
南
陽
ハ
新
野
、
順
陽
〉
、

(

m
剖

)

梁
園
(
唯
揚
〉
な
ど
で
、
特
定
の
地
域
に
偏
つ
て
は
い
な
い
。

確
認
さ
れ
る
。

ま
た
他
の
名
籍
な
ど
か
ら
、

こ
れ
ら
の
豚
出
身
の
一
般
の
成
卒
も
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
事
買
は
、
内
郡
の
出
身
懸
か
ら
謹
境
守
備
に
、
量
り
出
さ
れ
る
成
卒
の
陵
伍
の
中
に
、

「
某
勝
第
i
車
父
」
と
し
て
車
雨
職

迭
に
関
わ
る
者
が
混
じ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

武
一
帝
時
代
、
歩
卒
五
千
を
率
い
て
旬
奴
の
地
深
く
攻
め
入
っ
た
李
陵
は
、
旬
奴
の
執
劫
な
包
圏
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
。
彼
は
「
大
草
を
替
と

属
し
て
」
陣
形
を
組
み
、
連
載
で
負
傷
し
た
者
を
「
三
創
な
れ
ば
輩
に
載
せ
、
雨
創
な
れ
ば
車
を
賂
い
、
一
創
な
れ
ば
兵
を
持
ち
て
戟
わ
し

(
M
U
)
 

め
」
た
。
後
績
の
部
隊
は
も
ち
ろ
ん
、
後
方
か
ら
の
物
資
補
給
も
な
い
彼
の
部
陵
は
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
武
器
や
食
糧
を
車
に
積
ん
で
障
伴

- 17-

さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
見
て
、
長
途
の
行
軍
の
際
、
歩
兵
部
陵
に
は
車
南
陵
が
障
伴
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
は
内
郡
か
ら

は
る
ば
る
と
居
延
の
戦
線
に
赴
い
た
成
卒
の
部
隊
に
も
嘗
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
車
父
は
、
こ
の
よ
う
な
歩
兵
の
部
隊
編
制
に
組
み
込
ま
れ
た
車

南
陵
の
要
員
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
新
兵
と
し
て
配
属
さ
れ
た
侯
官
に
お
い
て
も
、
引
き
績
き
車
南
職
、迭
の
専
門
家
と
し
て
一
般
の
皮
卒

と
は
別
に
把
握
さ
れ
、
車
の
運
轄
や
車
南
の
維
持
・
修
理
な
ど
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
居
延
戦
線
で
物
資
を
聡
迭
す
る
車
雨
隊
が
成
卒
の
什

伍
を
伴
い
、
軍
吏
に
指
揮
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
部
隊
編
制
か
ら
考
え
れ
ば
納
得
が
い
こ
う
。

で
は
、
居
延
戦
線
に
お
い
て
稔
、迭
に
使
用
さ
れ
た
車
雨
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

17 
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(3) 

車

問

の

管

理

居
延
戦
線
で
物
資
聡
迭
の
車
雨
除
を
構
成
す
る
車
雨
に
、

「第
j
車
」
と
通
し
番
披
が
振
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
し
か
し
車
雨

に
よ
っ
て
は

必
「
新
陽
第
一
車
」

(
汝
南
郡
か
東
海
郡
)
、

。
「
元
城
第
八
車
」

(致郡)、

印
「
冠
軍
第
二
車
」

(
南
陽
郡
)
、

日
「
准
陽
郡
口

卒
第
十
五
車
」
の
よ
う
に
、

「
某
豚
第
1
車
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
車
雨
の
番
競
に
は
番
競
だ
け
の
も
の
と
、
豚
名
・
番
放
を
記
す
も
の
が

併
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

前
章
で
、
候
官
に
職
、
4

起
用
車
雨
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
関
連
資
料
と
し
て
次
の
例
が
あ
る
。

一
雨
其
一
輪
載
之
空
偏
輩
町
一
相
折
一
雨
貝
丘
第
五
車
一
口
図

日
一
雨
完
暦
第
廿
車
P

一
南
貝
丘
第
九
車
三
図

一
一
問
貝
丘
第
十
一

車
口
図

こ
の
簡
は
甲
渠
候
官
出
土
で
、
下
宇
が
歓
け
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
車
南
に
関
係
し
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

上
段
二
行
の
う
ち
右
の
行
に
あ

げ
ら
れ
た
一
雨
は
、
よ
く
讃
め
な
い
が
車
輸
の
一
つ
に
故
障
が
あ
る
ら
し
い
。

(
A
8
二
四
・
六

努
二

O
八
)
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郡
)
で
あ
る
。

左
の
行
に
あ
げ
ら
れ
た
一
雨
は
完
全
で
、

(
日
以
)

「
ロ
」
は
チ
ェ

ッ
ク
の
印
。
下
段
は
同
様
に
貝
丘
(
貌
郡
)
の
第
五
・
九

・
十
一

車
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
甲
渠
候
官

に
所
属
す
る
車
問
の
整
備
朕
況
を
記
し
た
筒
だ
ろ
う
。
各
車
雨
に
は
「
鯨
名
・
番
競
」
タ
イ
プ
の
番
競
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ

「暦
第
廿
車
」

" 貌

の
タ
イ
プ
の
番
競
は
、
個
々
の
車
雨
を
他
と
匝
別
す
る
登
録
番
競
に
あ
た
り

「番
競
の
み
」
タ
イ
プ
は
折
々
に
編
成
さ
れ
る
車
雨
除
の
中
で

の
番
競
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
車
父
の
肩
書
き
と
の
共
通
性
か
ら
み
て
、

「某
肝腕第

1
車
」
と
名
付
け
ら
れ
た
車
問
と
そ
の
車
父
は
本
来

一
セ
ッ
ト
の
存
在
だ

っ
た
に
違
い
な
い
。

内
郡
か
ら
迭
ら
れ
た
成
卒
と
と
も
に
こ
の
地
に
や

っ
て
き
た
車
雨
陵
は
、
車
父
だ
け
で
な
く
車
南
自

睡
も
、
居
延
戦
線
の
軍
隊
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
段
階
で
、
な
お
車
父
と
車
雨
が
セ
ッ
ト
と
し
て
扱
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で

(
お
)

な
し
カ

日
の
よ
う
な
車
南
の
整
備
朕
況
は
、
所
属
の
候
官
か
ら
都
尉
府
に
報
告
さ
れ
た
。
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披
甲
渠
正
月
壷
三
月
四
時
出
折
傷
牛
車
二
南
吏
失
亡
以
口
口
口

元
康
三
年
計
母
徐
完
車

〈
不
明

甲
附
三

O
)

(
A
お一

0
・二

O

(

川

崎

)

日
は
出
土
地
不
明
だ
が、

甲
渠
候
官
所
属
の
車
両
の

「
折
傷
」
朕
況
を
季
節
ご
と
に
報
告
す
る
「
四
時
簿
」
に
閲
す
る
も
の
。

mw
は
肩
水
候
官
出

67 

努
二
二
)

土
で
、
元
康
三
年
(
前
六
三
)
の
帳
簿
の
締
め
に
あ
た
る
。
こ
の
年
、
肩
水
候
官
で
は
完
全
な
朕
態
の
車
南
が
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

68 

図
付
其
完
享
計

図

(
A
お
五
一
二
・
一
五

努
七

O
)

69 

図
其
六
十
五
雨
折
傷

図
品
川
二
南
完

(
A
お
五
八
二
・
一
ム
ハ

失
照
)

は
肩
水
都
尉
府
の
出
土
。

い
ず
れ
も
断
片
だ
が
、

前

-
U
の
よ
う
な
所
属
の
侯
官
か
ら
の
報
告
に
基
づ
い
て
車
南
の
整
備
朕
況
を
ま
と
め
た
も

ωに
見
え
る
数
字
は
、
車
雨
が
相
嘗
傷
み
や
す
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
関
所
の
置
か
れ
る
主
要
な
街
道
は
一
麿
車
雨
の
通

(

お

)

れ
る
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
末
端
の
候
燈
ま
で
物
資
を
稔
迭
す
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
内
郡
か
ら
毎
年
補

〈
お
)

充
兵
と
と
も
に
迭
ら
れ
た
車
雨
は
、
結
局
は
消
耗
品
と
し
て
使
い
潰
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

の
だ
ろ
う
。

- 19ー

以
上
、
居
延
戦
線
に
お
け
る
職
選
力
を
、
総
選
陵
の
編
成
と
州
労
働
力
、
職
迭
手
段
の
面
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
甲
渠
候
官
の
事
例
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
穀
物
な
ど
補
給
物
資
は
か
な
り
頻
繁
に
職
、
迭
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
軍
吏
が
成
卒
を
指
揮
し
て
車
雨
陵
が
編
成
さ
れ

た
。
そ
の
中
援
と
な
る
の
が
、
成
卒
の
中
で
一
種
の
技
能
者
と
し
て
扱
わ
れ
た
車
父
と
、
彼
ら
が
内
郡
か
ら
運
轄
し
て
き
た
車
雨
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
軍
隊
の
内
部
で
利
用
で
き
る
稔
、
途
力
の
限
界
を
も
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
車
父
の
人
数
と
、
利
用
で
き
る
車
南

教
l
l
|
「
折
傷
」
率
が
高
い
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

l
l
は
限
ら
れ
て
お
り
、

一
般
の
成
卒
と
て
全
員
を
騒
り
出
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
こ
れ
が
、
濁
立
し
た
職
迭
部
隊
を
持
た
な
い
こ
の
地
域
の
軍
隊
の
貫
情
で
あ
っ
た
。
食
糧
と
な
る
穀
物
は
屯
田
で
自
給
で
き
る
と
し

て
も
、
そ
れ
が
末
端
の
候
耀
ま
で
園
滑
に
職
選
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

19 

で
は
、
こ
の
よ
う
に
不
足
し
が
ち
な
職
、
迭
力
は
、

ど
の
よ
う
に
捕
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
次
の
課
題
で
あ
る
。
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第

章

俄

運

と

徴

護

)
 

噌

l
ム(

 

運

卦
仙

，a't
r
 

居
延
漢
簡
で
「
銭
出
入
簿
」
と
呼
ば
れ
る
現
金
出
納
簿
の
中
に
は
、

し
ば
し
ば
俄
運
の
費
用
を
支
出
し
た
項
目
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

A
8

甲
渠
候
官
や

A
お
肩
水
俣
官
出
土
簡
に
次
の
よ
う
な
簡
が
あ
る
。

70 

車
一
一
向

建
卒
五
図

(
A
8
一一一
0
・
二
ハ

出
銭
二
百
八
十
七

努
二
四
二
)

71 

就
銭
三
百

(
A
8
二
五
四

・
五

努
二
二
九
)

72 

図
口
月
積
一
月
廿
七
日
運
斐
就
直

- 20-

(
A
お
三
五

O

労
五
二

73 

図
就
銭
八
百
世
出
図

努
四
O
九
)

(
A
お
一
一
六
・
四
六

て
よ
い
。

初
は
建
卒
五
年

(
H元
町一命
元
年
、
前
二
)
の
紀
年
を
持
ち
、
車
一
雨
に
二
八
七
銭
を
支
出
し
て
レ
る
。

九
や

η
も
こ

の
よ
う
な
倣
運
の
費
用
と
み

ま
ぐ
さ
の
倣
運
費
用
に
闘
す
る
二
か
月
分
弱
の
集
計
を
記
し
て
い

る
。

η
は
金
額
不
明
だ
が
、

74 

建
始
四
年
閏
月
乙
酉
尉
史
口
受
就
家
傑
得
図

(
A
お
四
一

・
一九

出
力
三
四
)

図
口

75 

図
置
佐
博
受
就
人
井
客
図

(
A
m
五
八
六

・
五

努
五
六
O〉

は
と
も
に
肩
水
候
官
出
土
で
、
九
は
建
始
四
年
(
前
二
九
)
に
尉
史
が
「
就
家
」
か
ら
物
資
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
、

(
出
向
中
の
佐
か
)
が
「
就
人
」
か
ら
受
け
取
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
書
式
は
前
引
お

1
却
の
例
に
似
て
お
り
、

ま
た
百
は
同
様
に
置
佐

「
穀
出
入
簿
」
の
一

部
と
推
定
さ
れ
る
。
候
官
へ
の
穀
物
聡
迭
に
、

「
就
人
」
と
呼
ば
れ
る
民
間
の
第
働
力
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
幻
)

M
・ロ

l

ウ
ェ
氏
は

A
お
肩
水
都
尉
府
出
土
の
以
下
の
簡
か
ら
、
俄
運
の
賃
金
に
閲
す
る
一
連
の
加
害
の
一
部
を
集
成
し
て
い
る
。

「就
家
」

76 

(A
お
五

O
六
・
一一六

努
八
七
〉

-
元
延
四
年
八
月
以
来
終
輔
守
尉
黄
良
所
賦
就
人
銭
名



77 

巳
入
八
十
五
石

少
二
石
八
斗
三
升

(
A
M
山五
O
五
・
一
五

出
銭
四
千
七
百
一
十
四

賦
就
人
表
是
高
歳
里
呉
成
三
雨
牢

78 

出
銭
千
三
百
世
七

出
銭
千
三
百
世
七

賦
就
人
曾
水
宜
旅
里
蘭
子
房
一
雨

図

(
A
M
ω

五
O
六
・
二
七

79 

(
A
部
五

O
ニ
・
八

(
A
M
ω

五
O
六

一

80 

用
銭
高
七
百
七
十
六

図

-
右
人
間

第
七
七
)

努
八
七
)

労
八
六
〉

努
八
七
)

78 
は

河
は
表
題
簡
で
、
持
轄
守
尉
責
良
が
元
延
四
年
(
前
九
)
八
月
以
来
支
掛
っ
た
穀
物
の
俄
運
賃
金
の
人
別
内
需
で
あ
る
。

房
に
車
一
雨
分
と
し
て
一
三
四
七
銭
を
支
排
っ
た
と
い
う
記
録
で
、
金
額
は
乃
と
一
致
す
る
。
竹
川
は
少
し
複
雑
で
、
就
人
呉
成
が
車
三
南
宇
、

就
人
の
蘭
子

八
五
石
を
職
迭
し
、
不
足
分
が
二
石
八
斗
三
升
あ
っ
た
と
い
う
注
記
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
賃
金
の
車
一
雨
(
二
五
石
積
み
)
あ
た
り
畢

債
は
沌

i
m
と
同
じ
。
却
は
そ
の
純
計
で
、
合
計
八
雨
に
一

O
七
七
六
銭

(
H
一
三
四
七
x
八
〉
が
支
排
わ
れ
た
こ
と
を
記
す
。
さ
ら
に

担
-
九
五
十
八
商
用
銭
七
寓
九
千
七
百
一
十
四
銭
不
値
就
口
図

と
い
う
簡
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
倣
運
隊
が
都
尉
府
管
内
で
多
数
編
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

叩山

i
却
の
俄
運
の
責
任
者
の
肩
書
き
「
賂
轄
守
尉
」
は
、
前
引
幻
・
お
と
共
通
し
て
お
り
、
候
官
の
尉
か
都
尉
府
の
尉
|
|
恐
ら
く
前
者
だ

ろ
う
ー
ー
が
賓
際
に
職
迭
の
監
督
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
候
官
の
軍
吏
が
民
開
人
を
監
督
し
て
穀
物
を
鞍
迭
す
る
こ
と
は
、
次
の

簡
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

傑
得
常
築
里
王
再

(
A
M
ω

五
O
五
・
二

O

82 

-
尉
持

(
A
m
二
五
三
・
五

車
二
南
京
空
五
十
石
図

21 

冒
頭
の
人
名
の
記
載
は
王
再
な
る
人
物
が
民
開
人
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
肩
水
候
官
の
尉
が
指
揮
し
た
職
、途
陵
で
、
彼
は
車
二
一
同
分
、

の
褒
を
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
就
人
の
名
籍
だ
ろ
う
。

永
光
元
年
五
月
戊
子
懐
得
守
口
口
口
移
過
所
関
口
口
肩
水
候
往
図

白
魚
候
之
傑
得
取
褒
二
百
石
遺
就
家
昭
武
安
定
里
徐
就
等
図

口

口

口

口

肩

水

候

官

口

行

母

留

止

如

律

令

図

は
傑
得
牒
護
行
の
関
所
の
通
行
謹
の
潟
し
で
、

(
A
お
六

努
七
六
〉

- 21-

第
二
五
)

五
O
石

「
就
家
」
徐
就
ら
が
傑
得
か
ら
肩
水
候
官
ま
で
褒
二
百
石
を
職
、
迭
し
て
い
る
。
こ
の
輪
選
陵
に

努
四
七
)
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は
監
督
の
軍
吏
が
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

84 

図

其
四
爾
自
行

う

一
雨
取
就
直
川
叩

E

(
A
8
一
一
一
四

・
八
三

脱出
三
五
六
)

こ
れ
は
断
簡
だ
が
、

あ
る
職
、途
隊
の
う
ち
四
雨
は
甲
渠
候
官
に
廃
す
る
車
雨
、

一
雨
は
俄
運
に
よ
っ
た
こ
と
を
記
す
と
思
わ
れ
る
。
前
章
で
述

ベ
た
吏
卒
の
綜
迭
す
る
車
雨
と
俄
運
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

花

1
却
の
資
料
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
職
、
途
賃
金
は
率
一
雨
を
畢
位
と
し
て
計
算
さ
れ
る
が
、
竹
に
「
三

雨
中
十
」
と
い
う
半
端
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
車
南
の
延
べ
運
行
回
数
で
は
な
く
、
総
選
し
た
穀
物
量
に
封
し
て
支
燐
わ
れ
た
こ
と
が

(
お
)

わ
か
る
。
ま
た
不
足
分
の
記
載
は
、
こ
の
俄
運
が
、
各
就
人
に
稔
迭
ノ
ル
マ
を
負
わ
せ
た
請
負
契
約
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。
車
一
一
間
分
の
金

額
が
き
り
の
よ
い
敢
字
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
総
選
距
離
な
ど
何
ら
か
の
算
定
基
準
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
が
、
現
在
知
る
術
が
な

(
鈎
)

ぃ。

少
な
く
と
も
合
計
八
雨
分
の
穀
物
が
同

一
の
出
護
地
か
ら
同
一
の
目
的
地
に
稔
逸
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
従
事
し
た
就
人

こ
の
よ
う
な
事
例
を
踏
ま
え
て
、

九
・
位
で
は
様
得
豚
、

お
で
は
昭
武
豚
出
身
者
が
雇
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
張
披
郡
内
の
民
間
人
も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
就
人
た

- 22ー

は
酒
泉
郡
の
表
是

・
舎
水
の
雨
豚
の
出
身
で
あ
る
。
こ
の
雨
豚
は
肩
水
都
尉
府
か
ら
最
も
近
い
豚
で
あ
る
が
、
行
政
的
に
は
郷
郡
に
属
す
る
。

ち
は
、
行
政
匝
域
の
違
い
に
関
わ
ら
ず
、
近
郷
地
域
か
ら
適
宜
雇
い
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
居
延
戦
線
に
お
い
て
は
、
侯
官
を
中
心
と
し
た
穀
物
な
ど
の
稔
迭
に
、
俄
運
が
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
俄
運
は
、
前
章
で

述
べ
た
吏
卒
の
稔
迭
陵
に
よ
る
聡
迭
力
の
不
足
を
補
い
、
戦
線
の
物
資
轍
迭
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
労
働
力

ー

l
恐
ら
く
鞍
迭
手
段
と
し
て
の
車
雨
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
ー
ー
が
郷
郡
を
含
む
近
郊
地
域
か
ら
適
宜
調
達
で
き
た
こ
と
は
、
就
人
の
雇
い
上

げ
が
郡
燃
の
行
政
機
構
を
通
じ
て
強
制
的
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
都
尉
府
や
候
官
な
ど
の
職
、途
主
題
が
直
接
に
個
々
の
就
人
と
請
負
契
約

を
結
び
得
た
こ
と
を
物
語
る
。
す
な
わ
ち
、
居
延
戦
線
に
お
け
る
軍
需
物
資
の
稔
迭
は
、
俄
運
を
通
じ
て
、
近
郊
の
郡
を
含
む
地
域
社
舎
に
展

閉
し
た
民
聞
の
物
資
戦
迭
網
と
稔
迭
手
段
、
労
働
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
民
間
と
の
結
び
つ
き
は
、
俄
運
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
そ
の
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。



(2) 

徴

護

A
8
甲
渠
候
官
出
土
の
穀
出
入
簿
に
は
、
穀
物
の
搬
入
に
民
間
人
が
関
わ
る
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
簡
が
見
ら
れ
る
。

85 

入
粟
大
石
廿
五
石

十
二
月
丁
亥
令
史

受
陽
里
王
宣

図

(
A
8
一
三
ニ
・
三

第
一
七
七
)

87 86 

図
石

五
月
辛
亥
甲
渠
令
史
誼
受
嘗
途
里
張
容

(
A
8
一
四
二
・
三
五

発
二
三
八
)

入
莱
大
石
廿
五
石

受
砦
家
延
蕎
里
上
官
覇
就
人
安
故
里
語
畠

図
口
亥
甲
渠
嫁
霞
受
砦
家
卒
明
里
高
護
就
人
図

車
一
雨
始
建
園
五
年
六
月
令
史
受
砦
家
嘗
途
里
王
護

職
甲
渠
候
官

図

(
A
8
一
一
一
四
・
一
二
五

総
力
三
五
六
)

89 88 

(
A
8
一
五
四
・
五

(
A
7
一
六
・
二

努
二
五
七
)

勢
三

O
四
)

す
。
部
も
恐
ら
く
同
様
の
内
容
だ
ろ
う
。

加
山
・
胞
は
断
簡
だ
が
、
候
官
の
軍
更
が
穀
物
を
、
居
延
豚
在
住
の
「
砦
家
」
の
「
就
人
」
か
ら
受
け

- 23ー

部
は
候
官
の
令
史
(
人
名
は
空
欄
〉
が
居
延
蘇
陽
里
の
王
宣
な
る
民
間
人
か
ら
二
五
石
、
す
な
わ
ち
車
一
雨
分
の
栗
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
記

加
は
出
土
地
が

A
7
地
黙
だ
が
、

(

紛

)

取
っ
た
穀
物
の
記
録
(
日
附
と
令
史
の
人
名
は
空
欄
)
。

取
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

形
式
は
同
じ
で
、

始
建
園
五
年
(
後
一
一
一
一
〉
六
月
に
「
砦
家
」
自
身
か
ら
受
け

90 

比
宮
家
安
園
里
王
巌

車
一
両

九
月
戊
辰
載
就
人
同
里
時
褒

(
A
8
二
六
七
・
一
六

努
二
七
一
)

己
到
未
言
ロ

(
4
)
 

の
よ
う
に
、
候
官
に
穀
物
を
搬
入
し
た
民
開
人
の
名
籍
も
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
に
登
場
す
る
民
間
人
は
、
侯
官
に
雇
い
上
げ
ら
れ
た
第
働
力
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
の
場
合
は
前
引
九
・
布
の
よ
う
に
「
就
人
(
あ

る
い
は
就
家
〉
某
よ
り
受
く
」
と
書
か
れ
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
主
瞳
は
「
砦
家
」
と
い
う
名
稿
で
呼
ば
れ
る
、
居
延
鯨
在

23 

住
の
民
間
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
剣
明
す
る
限
り
す
べ
て
二
五
石
日
車
一
雨
分
の
莱
を
候
官
に
納
入
し
て
い
る
。

(

必

〉

と
は
書
か
れ
な
い
が
こ
れ
と
共
通
し
て
お
り
、
同
様
の
事
例
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

お
・
部
の
例
も
、

「
砦
家
」

「
砦
家
」
た
ち
は
穀
物
を
自
分
で
運
ん
で
来
る
こ
と
も



に
せ
よ

「
就
人
」
が
運
ぶ
こ
と
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
現
れ
る
「
就
人
」
は
、

「
砦
家
」
は
自
身
の
責
任
に
お
い
て
候
官
に
穀
物
を
搬
入
し
て
い
る
。

「
醤
家
」
に
雇
わ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い。

こ
の
責
任
は
、

い
ず
れ

24 

あ
る
が

彼
ら
が
車
な
る
民
間
人
で
は
な
く
、

「砦

家
」
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
候
官
の
権
限
が
民
間
人
に
は
及
ば
な
い
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
は
首
然
居
延
豚
の
行
政
機
構
が
開
興

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
都
尉
か
郡
太
守
の
命
令
に
基
づ
き
、
居
延
燃
が
在
住
の
「
砦
家
」
か
ら
稔
迭
力
の
徴
設
を
行
な
っ

(

必

)

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
醤
家
」
か
ら
の
徴
設
は
、

そ
の
封
象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
黙
で
、
郡
勝
民
一
般
が
負
捲
す
べ
き
力
役
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

『盟

鍛
論
』
禁
耕
篇
の
賢
良
文
問
円
干
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
盟
官
や
鎖
官
の
置
か
れ
た
郡
で
は
「
郡
中
の
卒
の
践
更
す
る
者
」
に
重
い
負
捨
が
か
か
る
だ

(
U
H
)
 

け
で
な
く
、
「
良
家
は
道
次
を
以
て
俄
運
を
設
し
」
て
、
盟
識
を
職
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
レ
る
。
こ
こ
で
力
役
と
は
別
に

倣
運
費
用
を
負
携
し
た
「
良
家
」
は
、
候
官
に
穀
物
を
稔
遺
し
た
り
、
俄
運
費
用
を
負
捲
し
た
居
延
豚
の
「
醤
家
」
と
似
た
立
場
に
置
か
れ
た

と
い
え
よ
う
。

「
砦
」
と
は

「
家
醤
」
の
よ
う
に
動
産
・
不
動
産
を
含
む
財
産
を
表
す
語
と
し
て
漢
代
の
文
献
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

- 24ー

卒
中
苓
次
氏
は
文
献
や
居
延
漢
簡
の
事
例
か
ら
、
申
告
さ
れ
た
財
産
額
に
一
定
の
割
合
で
課
税
す
る
「
醤
算
」
と
呼
ば
れ
る
財
産
税
が
あ
っ
た

(
M
M
)
 

と
し
て
い
る
。
卒
中
氏
の
設
は
、
こ
の
税
の
額
や
、
ま
た
す
べ
て
の
郡
牒
民
が
毎
年
一
律
に
負
携
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
艶
に
つ
い
て
疑
問
が

(

必

〉

残
る
。
し
か
し
王
葬
時
代
に
ご
切
に
天
下
の
吏
民
に
税
し
て
砦
三
十
に
一
を
取
る
」
と
い
う
非
常
手
段
が
採
ら
れ
た
よ
う
に
、
園
家
が
吏
民

の
財
産
額
を
あ
る
程
度
把
握
で
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
後
漢
代
に
は
、
里
の
父
老
の
職
務
が
一
定
以
上
の
「
醤
」
を
持
つ
者
に
課
せ
ら
れ

(
U
)
 

た
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
貼
か
ら
み
て
、
居
延
豚
の

「醤
家
」
は
園
家
に
一
定
以
上
の
財
産
額
を
申
告
し
て
い
る
者
と
し
て
、

物
資
職
、迭
に
雁
分
の
負
携
を
課
せ
ら
れ
た
人
々
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
慢
性
的
に
不
足
す
る
官
の
物
資
総
選
力
を
補
う
も
う

一つ

の
手
段
と
し
て
定
期
的
に
貫
施
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
王
葬
の
始
建
園
年
聞
を
中
心
と
し
た
臨
時
の
措
置
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
明
ら
か
で

(

組

問

)

は
な
い
。
し
か
し
漢
簡
の
「
醤
家
」
と
『
盟
織
論
』
禁
耕
篇
の
「
良
家
」
の
負
携
は
、
官
の
物
資
稔
迭
と
吏
民
の
家
醤
の
把
握
が
結
び
つ
レ
た

験
送
力
徴
設
の
事
例
と
し
て
、
新
た
な
位
置
づ
け
を
輿
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。



と
こ
ろ
で
居
延
戦
線
に
お
い
て
、
吏
卒
に
よ
る
軍
需
物
資
総
選
の
補
助
的
手
段
と
し
て
見
て
き
た
俄
運
と
「
醤
家
」
か
ら
の
織
迭
力
徴
護

t主

い
ず
れ
も
民
聞
に
お
け
る
俄
運
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
む
し
ろ
俄
運
を
官
が
組
織
す
る
か
、

「醤
家
」
を
通
じ
て
行
な
う
か
の

遣
い
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
で
最
後
に
、
こ
の
地
域
で
展
開
し
た
民
聞
の
俄
運
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(3) 

就

人

と

車

父

肩
水
都
尉
に
属
す
る
肩
水
金
闘

(
A
m
以
)
の
出
入
記
録
に
は
、

出
入
り
し
た
民
間
人
の
記
録
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
民
間
で

の
職
、
途
労
働
に
関
係
す
る
内
容
を
持
っ
た
も
の
が
若
干
見
ら
れ
る
。

口
口
口
口
里
上
造
史
賜
年
廿
五
長
七
尺
二
寸
黒
色
矯
蘭
少
口
終
車

こ
の
簡
の
出
土
し
た
肩
水
候
官
か
ら
は
、
し
ば
し
ば
金
闘
の
記
録
も
出
土
す
る
。
上
端
は
よ
く
見
え
な
い
が
、
腕
肺
名
と
里
名
で
あ
る
。
人
名
と

91 

〈

A
回
一
四

労
四
四
三
)

年
齢
の
下
に
身
長
や
顔
色

(
0
・〉
が
書
か
れ
る
の
は
、

通
行
す
る
人
聞
の
首
貫
検
を
行
な
う
関
所
な
ら
で
は
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
簡
に
は
見

- 25ー

え
な
い
が
、
こ
の
下
に
出
入
の
日
附
を
書
き
込
む
こ
と
が
多
い
。
下
段
に
は
「
蘭
少
口
の
た
め
に
終
車
す
」
と
あ
り
、
通
行
の
目
的
が
霊
園
か
れ

(

必

)

て
い
る
。
金
闘
の
出
入
記
録
に
は
、
人
名
に
「
終
車
」
を
冠
し
て
記
し
た
簡
も
あ
る
。

92 

附
荷
車
蝶
得
安
世
里
公
乗
工
未
央
年
品
川
長
七
尺
二
寸
黒
色
図

(
A
M
M

三
三
四
・
二
ニ

勢
五
八
)

93 

賂
車
傑
得
新
都
里
郡
母
傷
年
対
六
歳
長
七
尺
二
寸
黒
色
図

(
A
n
三
三
四
・
一
二
六

労
五
九
〉

94 

賂
車
傑
得
高
歳
里
口
図

終
車
河
南
郡
祭
図

(
A
m
M
七
七
・
七

労
八
九
)

95 

(Amω
三
四
六

・三
九

努
八
八
)

A
泣
か
ら
出
土
し
た
幻

1
倒
は
、
残
存
部
分
に
身
長
な
ど
の
項
目
も
見
ら
れ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
金
開
の
出
入
記
録
で
あ
る
。

出
土
の
白
は
さ
ら
に
短
い
断
簡
だ
が
、

A
お
肩
水
候
官

(

印

)

「
賂
車
」
の
下
に
郡
豚
名
(
河
南
郡
紫
陽
)
が
来
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
同
類
の
記
録
の
一
部
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
肩
書
き
と
な
っ
て
い
る
「
終
車
」
は
、
轍
、途
努
働
に
従
事
す
る
民
間
人
を
指
す
語
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

25 
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一
九
七
四
年
、
新
た
に
甲
渠
候
官
祉
か
ら
出
土
し
た
「
候
莱
君
所
責
冠
恩
事
」
加
は
、
こ
の
よ
う
な
民
聞
に
お
け
る
稔
迭
努
働
に
闘
す
る
好

箇
の
具
瞳
例
で
あ
る
。
頴
川
郡
昆
陽
豚
出
身
で
居
延
豚
に
客
居
し
て
い
た
冠
恩
は
、

甲
渠
郭
候

の
粟
君
(
名
は
抜
か
〉
な
る
人
物
に
雇
わ
れ
て

機
得
豚
ま
で
魚
を
賀
り
に
行
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
清
算
を
め
ぐ
っ
て
粟
君
に
告
訴
さ
れ
た
。
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
冠
思
が
前
後
二
回
行
な
っ
た

謹
言
の
記
録
が
こ
の
加
害
で
あ
る
。
そ
の
謹
言
に
よ
れ
ば
、
建
武
二
年
(
後
二
七
)
十
二
月
、

菜
君
は

「思
を
借
り
て
就
と
篤
し

魚
五
千
頭

を
載
せ
て
」
居
延
か
ら
傑
得
ま
で
寅
り
に
行
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
定
恩
は
魚
を
四
十
寓
銭
で
買

っ
て
く
る
こ
と
を
約
し
、
報
酬
と
し
て
牛
一

と
こ
ろ
が
魚
は
思
い
通
り
の
値
で
貰
れ
ず
、

頭
と
穀
二
七
石
を
受
け
取
っ
た
。

牛
を
貰
り
掛
っ
て
も
な
お
三
十
二
高
銭
に
し
か
な
ら
な
か
っ

排
は
冠
恩
持
ち
)
な
が
ら

(

日

)

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

た
。
冠
恩
は
そ
の
銭
を
粟
君
の
妻
の
業
に
渡
し
、
議
備
の
車
軸
や
私
物
を
彼
女
の
車
に
積
ん
で
、

「
業
の
た
め
に
賂
車
率
斬
し
て
居
延
に
来
到
」
し
た
。
そ
の
後
粟
君
か
ら
、
買
上
の
不
足
分
と
牛
の
返
済
を
求
め

開
路
彼
女
の
た
め
に
穀
物
や
肉
を
買
い
(
支

冠
恩
が
莱
君
と
結
ん
だ
契
約
は
、
居
延
豚
か
ら
傑
得
豚
ま
で
魚
を
職
、乏
し、

一
定
の
買
上
を
得
る
と
い
う

総
選
販
買
の
請
負
契
約
で
あ

- 26ー

る。

し
た
が
っ
て
買
上
額
の
不
足
分
は
冠
思
の
負
債
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
請
負
も
、
贋
い
意
味
で
俄
運
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
窟
恩

が
車
の
致
備
部
品
を
所
持
し
、
牛
を
買
っ
て
も
車
で
居
延
ま
で
開
れ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
彼
は
報
酬
と
し
て
興
え
ら
れ
た
牛
以
外
の
牛
と
、
自

己
の
車
雨
を
持
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
冠
恩
は
車
濁
で
傑
得
ま
で
往
復
し
た
の
で
は
な
く
、
粟
君
の
妻
の
車
も
同
道
し
、
彼
女
が
買

上
金
を
管
理
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
縁
遠
販
買
放
行
は
莱
君
の
妻
の
監
督
下、

複
数
の
車
雨
で
行
わ
れ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
窟
恩
は

そ
の
う
ち
の
一
雨
を
受
け
持
っ
て
、
往
復
二
十
数
日
開
、
牛
の
飼
葉
を
切
り
な
が
ら

「
賂
車
」
し
た
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
車
南
陵
は
そ
の
道

中
で
肩
水
金
闘
を
、
通
過
し
た
可
能
性
が
高
い
。
敢
て
推
測
す
れ
ば
、
金
闘
で
は
冠
恩
に
つ
い
て
前
引
但
1
%
の
よ
う
な
出
入
記
録
が
残
さ
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

冠
思
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
首
時
こ
の
地
域
で
は
民
間
で
も
俄
運
に
よ
る
物
資
総
迭
が
活
設
に
行
な
わ
れ
、
大
小
援
々
な
車
南
陵

が
張
披
郡
内
、
あ
る
い
は
近
郊
の
郡
と
の
聞
を
行
き
交
っ
て
い
た
。
俄
運
に
従
事
し
た
人
々
に
は
、
職
迭
手
段
の
所
有
者
と
し
て
雇
い
主
と
請



彼
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
車
雨
隊
は
、
雇
い
主
や
そ
の
代
理
人
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。

家
」
に
雇
わ
れ
た
「
就
人
」
が
甲
渠
侯
官
に
穀
物
を
稔
、
逸
し
た
り
、
「
絡
轄
守
尉
」
の
監
督
の
下
で
郷
郡
の
「
就
人
」
が
官
の
穀
物
稔
迭
を
請

け
負
う
と
い
っ
た
事
例
に
は
、
こ
の
よ
う
な
民
聞
に
お
け
る
倣
運
の
あ
り
方
が
明
確
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
俄
運
努
働
者

負
契
約
を
結
ぶ
者
も
多
く
、

一寸

砦

の
中
に
は
皐
純
な
日
雇
い
州
労
働
者
も
い
た
だ
ろ
う
。
「
候
粟
君
所
責
冠
恩
事
」
珊
に
は
、
建
武
三
年
〈
後
二
八
〉
春
ご
ろ
の
「
市
の
庸
の
卒
債
」
、

す
な
わ
ち
市
に
よ
っ
て
行
政
的
に
定
め
ら
れ
た
雇
用
労
働
者
の
標
準
賃
金
が
、
成
人
男
性
で
日
に
穀
物
二
斗
だ
っ
た
と
い
う
記
魂
が
あ
る
。
牒

城
レ
ベ
ル
以
上
の
都
市
に
置
か
れ
た
市
は
、

も
、
こ
の
よ
う
な
第
働
市
場
と
何
ら
か
の
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

一
種
の
州
労
働
市
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。
軍
需
物
資
の
俄
運
航
労
働
力
の
調
達
や
賃
金
の
設
定

と
こ
ろ
で
居
延
戦
線
の
成
卒
の
中
に
は
、
内
郡
の
出
身
麻
を
出
設
す
る
時
間
か
ら
「
車
父
」
と
し
て
物
資
職
迭
に
従
事
す
る
者
が
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
彼
ら
は
兵
役
に
取
ら
れ
て
初
め
て
、
車
雨
の
運
轄
や
修
理
、
牛
の
世
話
な
ど
の
特
別
な
訓
練
を
受
け
た
と
は

い
わ
ゆ
る
「
五
口
百
畝
」
の
農
民
が
匪
倒
的
多
敷
を
占
め
る
「
編
戸
の
民
」
の
中
に
、
も
と
も
と
こ
の
よ
う
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考
え
に
く
い
。
兵
役
の
負
捲
者
、

舎
的
績
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
援
が
り
の
中
で
、
人
々
は
自
ら
の
手
で
、

な
業
務
に
習
熟
し
た
者
が
、
あ
る
程
度
は
存
在
し
て
い
た
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
稔
、
迭
労
働
は
、
徴
兵
劃
象
者
と
し
て
の
全
園
の
農
民
を
含
む
祉

ま
た
は
人
を
雇
い
、
あ
る
い
は
雇
わ
れ
て
、
物
資
を
運
ん
で
い

た
。
こ
の
過
程
は
、
職
選
販
買
請
負
か
ら
日
雇
い
仕
事
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
形
態
の
俄
運
を
産
み
出
す
だ
ろ
う
。
そ
の
嘗
事
者
た
ち
、
例
え

ば
甲
渠
郭
候
粟
君
の
行
な
っ
た
一
商
行
痛
の
延
長
線
上
に
、

『
史
記
』
貨
殖
列
俸
に
記
録
さ
れ
た
投
機
的
大
一
商
人
の
活
動
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
に

違
い
な
い
。
居
延
戦
線
の
軍
隊
に
お
け
る
「
車
父
」
や
「
就
人
」
の
存
在
は
、
進
境
地
帯
の
軍
需
物
資
の
聡
迭
シ
ス
テ
ム
が
、
こ
の
よ
う
な
物

資
聡
迭
と
職
、
選
労
働
の
社
舎
的
展
開
を
背
景
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り
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以
上
、
居
延
漢
簡
に
見
え
る
物
資
の
轍
迭
に
闘
す
る
資
料
を
整
理
し
て
き
た
。
最
後
に
論
貼
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
居
延
戦
線
に
展
開
す
る
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そ
の
下
に
配
置
さ
れ
た
候
爆
に
補
給
さ
れ
る
物
資
は
、
候
官
が
所
属
の
軍
吏
を
責
任
者
と
し
て
、
配
下
の
成
卒
を
率
い
て
指
定
の
場

所
か
ら
運
ん
で
来
さ
せ

る
と
い
う
形
で
稔
逸
さ
れ
て
い
た
。
候
陣
地
へ
の
補
給
基
地
と
し
て
の
侯
官
に
は
、
年
間
三
寓
石
に
の
ぼ
る
穀
物
な
ど
様

々
な
物
資
が
運
び
込
ま
れ
、
貯
蔵
分
配
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

の
う
ち
穀
物
は
年
に
何
回
か
、
大
規
模
な
車
雨
隊
に
よ
っ
て
都
尉
府
や
屯
田
の
倉

候
官
と
、

か
ら
聡
迭
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
合
聞
に
車
一

雨
か
ら
数
雨
程
度
の
小
規
模
な
車
南
陵
に
よ
る
犠
迭
を
絶
え
ず
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
前

漢
代
後
期
、
過
郡
の
軍
像
の
食
糧
は
附
近
に
設
け
ら
れ
た
屯
田
で
自
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、

そ
こ
で
牧
穫
さ
れ
た
穀
物
が
末
端

の
候
燈
ま
で
、
安
定
的
・

合
理
的
に
聡
迭
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
主
た
る
原
因
は
、
居
延
戦
線
の
軍
隊
の
持
つ
稔
迭
力
の
限
界
に
あ
っ
た
。
周
知
の
如
く
透
境
守
備
の
兵
力
は
内
郡
で
豚
、
こ
と
に
徴
兵
さ

れ
、
進
境
に
迭
ら
れ
た
成
卒
を
主
魁
と
す
る
が
、
彼
ら
が
長
途
過
境
に
赴
く
際
に
は
、
食
糧
な
ど
を
積
ん
だ
車
爾
除
が
随
伴
し
て
い
た
。
そ
の

車
雨
像
の
要
員
と
し
て
車
の
運
轄
や
修
理
な
と
に
あ
た
っ
た
の
が

「
車
父
」
と
呼
ば
れ
る
技
能
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
車
雨
と
と
も
に
透
境
の
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軍
隊
に
編
入
さ
れ
、

そ
こ
で
軍
の
職
迭
力
の
中
該
と
し
て
働
い
た
が
、
通
常
は
一
般
の
成
卒
と
同
様
、
候
燥
の
見
張
り
ゃ
響
備
に
あ
た
っ
て
い

た
。
つ
ま
り
車
雨
や
車
父
も
各
候
官
に
分
散
配
置
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
居
延
戦
線
に
は
物
資
犠
迭
専
門
の
部
隊
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
候
官
の
軍
吏
や
成
卒
た
ち
は
、
本
来
の
持
ち
場
を
離
れ
て
頻
繁
に
轍
迭
作
業
に
駆
り
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
も
職
、途

に
使
わ
れ
る
車
雨
に
は
故
障
が
多
く
、
軍
の
稔
迭
カ
は
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

こ
れ
を
補
う
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
近
郊
の
地
域
か
ら
車
雨
や
民
間
人
を
雇
い
上
げ
て
物
資
を
稔
迭
さ
せ
る
俄
運
が
利
用
さ
れ
た
。

「就

人
」
あ
る
い
は
「
就
家
」
と
呼
ば
れ
る
俄
運
努
働
者
は
、
官
と
の
聞
に
一
種
の
請
負
契
約
を
結
び
、
軍
吏
の
監
督
の
下
で
縁
迭
に
従
事
し
た
。

彼
ら
は
郷
接
す
る
他
郡
の
出
身
で
あ
る
場
合
も
あ
り
、
務
働
力
の
雇
用
が
郡
豚
の
縦
割
り
行
政
の
枠
を
越
え
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

方
、
居
延
腕
在
住
で
一
定
以
上
の
財
産
額
を
官
に
申
告
し
て
い
る
民
開
人
は
、

「
醤
家
」
と
し
て
候
官
に
穀
物
を
聡
迭
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
倣
運
と
異
な
り
、
強
制
的
な
職
迭
力
徴
設
に
属
す
る
例
で
あ
る
。
し
か
し

「醤
家
」
た
ち
は
自
分
の
雇
っ
た
「
就

人
」
に
穀
物
を
運
ば
せ
る
こ
と
が
多
く
、
貫
際
に
は
俄
運
費
用
を
官
が
負
措
す
る
か
、

「
砦
家
」
が
負
携
す
る
か
の
遣
い
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ



る
。
こ
れ
ら
の
事
貧
は
、
遁
境
の
軍
隊
を
支
払
え
る
稔
迭
シ
ス
テ
ム
が
近
郊
の
地
域
社
舎
の
そ
れ
と
重
な
り
合
っ
て
い
た
こ
と
を
如
賞
に
示
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
徴
兵
さ
れ
た
成
卒
の
中
に
総
迭
の
専
門
家
と
し
て
の
車
父
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
嘗
時
の
祉
舎
に
お
い
て
稔
迭
労
働
が
農
民

を
含
む
績
が
り
を
持
ち
、
軍
隊
の
稔
迭
力
編
成
も
こ
れ
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
本
稿
の
分
析
で
は
、
首
都
や
内
郡
か
ら
ど
の
よ
う
な
物
資
が
、
逼
-
境
ま
で
ど
の
よ
う
に
職
逸
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
燭
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
、
現
在
利
用
で
き
る
筒
臆
資
料
に
郡
太
守
・
部
都
尉
・
農
都
尉
と
い
っ
た
二
千
石
ク
ラ
ス
の
役
所
の
資
料

が
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
。
ま
た
居
延
漢
簡
の
中
で
も
、
肩
水
金
闘
で
新
た
に
出
土
し
た
筒
膿
は
未
設
表
で
あ
り
、
今

後
さ
ら
な
る
分
析
の
糸
口
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
相
出
現
ら
ず
課
題
山
積
で
あ
る
。
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詰(

1

)

大
庭
惰
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
(
創
文
祉
一

九
八
二
〉
参
照
。

〈

2
)
永
田
英
正
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
(
同
朋
合
一
九
八
九
)
参
照
。

(
3
〉
詳
し
く
は
永
田
英
正
前
掲
書
第
四
章
「
簡
腹
よ
り
み
た
る
漢
代
遅
郡

の
統
治
組
織
」
参
照
。

〈

4
)

地
園
は
『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』
下
、
附
録
の
地
聞
に
基
づ
き
、
漢
鱒

の
出
土
し
た
遺
跡
番
競
を
マ
ー
ク
し
た
。

(

5

)

一
九
七
三
J
七
四
年
の
愛
掘
調
査
の
概
要
は
甘
粛
居
延
考
古
隊
「
居

延
漢
代
遺
牡
的
援
掘
和
新
出
土
的
関
朋
文
物
」
(
文
物
一
九
七
八
年

一
期
)
、
新
出
の
筒
膿
の
う
ち
、
破
城
子
と
甲
、渠
第
四
燈
出
土
衡
の
緯
文

は
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
・
甘
粛
省
博
物
館
・
文
化
部
古
文
献
研
究

室
・

中
園
佐
倉
科
察
院
歴
史
研
究
所
編

『
居
延
新
聞
|
甲
渠
候
官
輿
第

四
峰
崎
』
(
文
物
出
版
社
一
九
九

O
)
参
照
。
た
だ
し
「
新
館
」
の
園

版
が
未
設
表
の
た
め
、
本
稿
で
は
四
梓
文
を
参
考
に
す
る
に
と
ど
め
る
。

(
6
〉
永
田
英
正
「
居
延
漢
衡
に
み
る
候
官
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
(
註
(

2

)

前
掲
書
所
収
)
参
照
。

(

7

)

同
様
の
原
則
は
軍
吏
に
支
給
さ
れ
る
月
俸
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま

る
。
拙
稿
「
居
延
漢
簡
月
俸
考
」
(
古
史
春
秋
第
五
披
一
九
八
九
)

参
照
。

(
8
)
例
え
ば
「
図
日
南
車
一
反
載
七
百
東
車
三
百
口
図
」
(
A
8
一
一
六

一
・
七
努
四
四
四
)
は
二
雨
の
車
が
一
日
一
往
復
し
て
七
百
東
の
ま

ぐ
さ
を
運
搬
し
た
こ
と
を
表
し
、
「
図
安
二
日
一
反
鎗
八
束
凡
」
(
A

8
一
四
二
・
一
八
乙
一

O
六
〉
は
、
ま
ぐ
さ
を
八
束
背
負
っ
て
一
日

一
往
復
す
る
作
業
を
二
日
開
行
な
っ
た
こ
と
を
表
す
。

(

9

)

「
封
符
」
の
一
語
に
つ
い
て
は
永
田
英
正
前
喝
書
四
八
一
頁
参
照
。
関

所
の
遁
行
設
に
つ
い
て
は
大
庭
惰
「
漢
代
の
関
所
と
パ
ス
ポ
ー
ト
」

(註
(

1

)

前
掲
書
所
収
)
、
李
均
明
「
漢
衡
所
見
出
入
符
、
停
輿
出
入

名
籍
」
(
文
史
第
一
九
輯
一
九
八
三
〉
参
照
。
居
延
新
関
E
P
T

二
七
日
六
三
、

T
六
五
二
一
九
三
は
「
封
符
」
し
て
吏
卒
の
食
料
を
輪
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迭
し
た
こ
と
を
記
す
。
同
じ
く
T
二
ニ
・
三
、

T
五
O
一
一
七
一
は
食

料
や
熔
の
総
迭
に
関
す
る
通
行
設
の
質
物
で
あ
る
。

(
叩
)
居
延
新
簡
E
P
T
五
九
・
五
九
、
七
二
、
九
六
、
六
五
二
一
一
一
八
も

同
様
の
「
遡
載
」
記
録
で
あ
る
。

こ
の
う
ち

T
五
九
・
九
六
簡
に
は

「遁
鴛
成
卒
城
倉
純
一
雨
致
官
舎
月
十
五
日
畢
」
と
あ
り
、
候
官
へ
の

食
糧
補
給
に
も
懲
罰
的
総
迭
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(

U

)

註
(

6

)

前
掲
論
文
、
四
六
三
頁
参
照
。

ハ
幻
)
森
鹿
一
一
一
「
居
延
出
土
の
卒
家
風
燦
名
籍
に
つ
い
て
」
(
『東
洋
向
学
研

究
居
延
漢
簡
篇
』
所
枚
、
同
朋
合

一
九
七
五
)
参
照
。

(
日
)
倉
の
名
穏
に
つ
い
て
は
永
田
英
正
前
掲
書
六
七
頁
参
照
。
食
糧
配
給

に
関
す
る
各
種
帳
簿
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
同
氏
「
簿
籍
簡
般
の
諮

様
式
の
分
析
」

(
同
じ
く
三
五
四
J
一一一六

O
頁
)
参
照
。

(
M
)
A
8
二
O
六

・
七
(
努
二
九
八
)
簡
は
、
候
官
の
令
史
が
行
な
っ

た

第
廿
三
峰
崎
倉
の
在
庫
検
査
の
報
告
で
あ
る
。

(
日
)
居
延
新
簡
E
P
T
一
七

日
一
六
に
は
「
廿
三

燈
徐

二
千
四
百
廿
七

石」、

E
P
T
五
二

・
三
九

O
に
は
「
甲
渠
呑
遼
燈
賞
受
穀
五
千
石

図
」
と
あ
り
、
甲
渠
侠
官
の
各
倉
の
規
模
が
窺
え
る
。

(
日
)
居
延
新
簡
E
P
T
二
七
日
一
一
に
「
入
穀
五
千
五
百
二
斜
受
城
倉

吏
図
」
と
あ
り
、
居
延
都
尉
の
倉
か
ら
か
な
り
の
盈
が
補
給
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

(
げ
)

居
延
新
簡
E
P
T
四
O
一
二
一
「
・
右
十

一
月
廿
七
日
詑
今
月
七
日

受
十
七
雨
粟
大
石
四
百
二
十
五
石
」

は
、
こ

の
よ
う
な
小
規
模
な
輪
迭

の
記
録
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

(
国
)
米
国
賢
次
郎
「
漠
代
遜
境
兵
士
の
給
輿
に
つ
い
て
」

京

都

第

二
五
加
一
九
五
四
)
参
照
。

30 

(
東
方
摩
報

(山口)

三
石
入
り
の
袋
は
、
漢
簡
で
は
「
得
」
ま
た
は
「
巻
」
と
霊
園
か
れ

る
。
『
設
文
』
七
下
に

「得
、
褒
也
。
今
盛
官
三
斜
魚
一
得
。
」
と
見

え
る
。
妥
錫
圭
「
漢
筒
零
収
」
(
文
史
第
一
二
精
一
九
八

一
)

一

九
、
酔
惜
の
篠
参
照
。

(
ぬ
)
居
延
新
簡
E
P
T
六
五
ぃ
四
一
一
一
は
こ
れ
と
同
じ
書
式
で
、
車
二
雨

分
の
粟
が
呑
遠
媛
倉
に
搬
入
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

(
氾
)
居
延
新
簡
E
P
T
七
七
に
は
「
己
付
賂
鞠
守
尉
遜
土
吏
悔
率
六
爾

図
」
と
あ
り
、
候
官
の
尉
が
土
吏
を
率
い
て
総
迭
隊
長
を
務
め
た
こ
と

が
わ
か
る
。

(
幻
)
永
田
英
正
「
再
び
漢
代
返
郡
の
候
官
に
つ
い
て
」
(
前
掲
書
所
収
)

参
照
。

(
お
)
子
豪
一
亮
「
居
延
世
間
簡
中
的
ゥ
申
告
卒
ク
」
(
文
物
一

九
六
三
年

二

期
〉
参
照
。

(

μ

)

こ
の
簡
に
つ
レ
て

『甲
乙
編
』
は
下
牢
部
分
の
四
伸
文
の
み
を
掲
げ
て

園
版
は
「
失
照
」
と
す
る
。

一
方
妥
湾
で
出
さ
れ
た

『居
延
漢
簡
新

編
』
で
は
、
品
目
図
四
一
五
頁
の
飼
番
続
不
明
の
図
版
を
も
と
に
本
文
に

引
用
し
た
稗
文
を
附
す
。
雨
者
が
同
じ
簡
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

(お
)
A
n
地
黙
を
関
所
と
す
る
設
は
、
註
(
9
〉
に
引
い
た
李
均
明
論
文
に

見
え
る
。
冨
谷
至
「
漢
代
迭
境
の
関
所
l
玉
門
関
の
所
在
を
め

ぐ
っ

て
l
」
(
東
洋
史
研
究
第
四
八
巻
第
四
競
一

九
九

O
)
は
こ
の
関

所
を
「
居
延
豚
索
開
」
に
比
定
し
て
い
る
。

(お
)

A
白
出
土
の
諸
簡
に
は
、
上
に
人
名
、
下
に
牛
車
と
努

・
矢

・
剣
の

歓
を
記
録
し
た
名
籍
が
多
く
見
ら
れ
、
別
筆
で

「
入
」
「
己
入
」
「
不

出
」
と
い
っ
た
書
き
込
み
も
あ
る
。
こ
れ
は
関
所
を
出
入
り
し
た
牛
馬
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や
車
雨
‘
武
器
類
に
重
黙
を
置
い
た
記
録
だ
ろ
う
。
前
掲
の
冨
谷
至
論

文
は
こ
れ
ら
を
備
品
支
給
簿
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
書
式
の
備
品
支

給
簿
は
現
在
知
ら
れ
て
い
な
い
。

(
幻
〉
大
櫛
敦
弘
「
秦
漢
薗
家
の
陸
運
組
織
に
関
す
る
一
考
察
|
居
延
漢
簡

の
事
例
の
検
討
か
ら
l
」
(
東
洋
文
化
第
六
八
銃
一
九
八
八
)
参

照
。
こ
の
研
究
で
同
氏
は
「
車
父
名
籍
」
な
ど
に
基
づ
い
て
、
内
地
の

鯨
か
ら
直
接
遇
境
に
往
復
し
て
物
資
を
輪
迭
す
る
車
雨
が
存
在
し
、
そ

の
責
任
者
が
車
父
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
大
櫛
氏
の
研
究
は
、

漢
簡
の
出
土
地
と
そ
こ
で
作
成
さ
れ
る
簿
籍
の
性
格
に
つ
い
て
の
考
慮

を
依
き
、
い
わ
ば
「
逢
境
一
般
」
と
い
う
架
空
の
次
元
で
立
論
さ
れ
て

い
る
。
車
父
は
成
卒
で
あ
る
以
上
、
候
官
の
配
下
の
兵
士
で
あ
り
、
出

身
柄
脈
の
命
令
で
内
地
と
の
閉
を
往
復
し
て
い
た
と
解
標
す
る
の
は
無
理

が
あ
る
。
ま
た
、
内
地
の
豚
と
透
境
の
下
級
軍
事
基
地
で
あ
る
候
官
と

が
物
資
輸
迭
を
通
じ
て
直
接
結
び
つ
い
て
い
た
と
す
る
の
は
、
文
書
行

政
上
の
候
官
の
位
置
づ
け
か
ら
考
え
て
不
可
能
で
あ
る
。

(
お
)
護
錫
圭
註
(
四
)
前
掲
論
文
、
邸
閣
の
燦
参
照
。

(
却

)

A
お
地
黙
出
土
の
四
七
・
五
簡
(
努
九
)
に
、
「
第
二
長
別
田
令
史

勢
徳
車
一
一
同
」
と
題
し
て
、
一
二
項
目
に
及
ぶ
車
両
の
装
備
が
あ
げ
ら

れ
て
お
り
、
臼
・
臼
の
装
備
は
こ
れ
と
共
通
し
て
い
る
。

(
m
山
)
居
延
新
簡
の
事
例
で
は
、
こ
の
他
に
頴
川
父
城

(
E
P
T
五
六
日
六

八
)
・
長
社

(
T
一
一
一
七
〉
、
南
陽
葉

(
T
五
一
・
二
五
二
・
杜
街

〈

E
P
W
六
一
)
、
河
東
食

(
T
八
日
九
)
、
貌
郡
貝
丘

(
T
五
六
日
一

三
八
)
の
車
父
が
見
ら
れ
る
。

(
汎
)
『
漢霊園
』
各
五
四
李
陵
停

陵
至
凌
稽
山
、
輿
皐
子
相
直
、
騎
可
三
高
圏
陵
軍
。
箪
居
南
山
開
、

以
大
草
魚
崎
百
。
:
:
:
陵
且
戟
且
引
、
南
行
数
日
、
抵
山
谷
中
。
連

戦
、
士
卒
中
矢
傷
、
三
創
者
載
輩
、
雨
創
者
終
車
、
一
創
者
持
丘
一

戦
。
陵
目
、
「
吾
士
気
少
表
、
而
鼓
不
起
者
何
也
。
軍
中
輩
有
女
子

乎
。
」
始
軍
出
時
、
関
東
霊
盗
妻
子
後
進
者
、
随
軍
篤
卒
萎
婦
、
大

匿
車
中
。
陵
捜
得
、
皆
剣
斬
之
。

(

M

M

)

『
漢
書
』
地
理
士
山
は
麿
豚
と
貝
丘
豚
を
清
河
郡
の
属
燃
と
す
る
が
、

居
延
漢
簡
で
は
幾
郡
の
麗
豚
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。
何
雌
立
金

「
《
漢
簡
・
郷
里
士
山
》
及
其
研
究
」
(
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
秦

漢
簡
境
論
文
集
』
所
収
甘
粛
人
民
出
版
社
一
九
八
九
〉
参
照
。

(
お
)
居
延
新
簡
E
P
T
五
七
日
六

O
は
「
第
品
川
二
卒
王
弘
車
父
新
野
第

四
車
」
と
題
し
て
、
車
父
に
支
給
さ
れ
た
車
両
の
備
口
問
リ
ス
ト
を
あ
げ

る
。
ま
た
E
P
T
五
一
二
一
五
一
は
「
南
陽
薬
草
父
武
后
第
十
七

草
」
と
題
し
、
車
雨
の
整
備
吠
況
を
記
し
て
い
る
。
前
者
の
例
は
第
品
川

二
爆
の
卒
が
新
野
第
四
車
の
車
父
を
務
め
た
こ
と
を
、
ま
た
後
者
の
例

は
南
陽
郡
葉
豚
の
車
父
が
あ
る
品
開
迭
隊
の
第
十
七
続
車
を
捨
賞
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
車
父
の
本
籍
と
所
属
の
爆
、
推
賞
し
た
車

雨
の
登
録
ナ
ン
バ
ー
と
稔
迭
像
に
お
け
る
番
競
が
す
べ
て
出
そ
ろ
っ
た

資
料
は
現
在
見
掛
固
た
ら
な
い
。

(
斜
)
居
延
新
簡
E
P
T
五
二
日
三
九
四
に
「
成
卒
折
傷
牛
車
出
入
簿
」
と

い
う
表
題
が
あ
り
、
車
の
整
備
紋
況
を
記
し
た
帳
簿
の
存
在
が
知
ら
れ

る
。
E
P
T
五
六
日
一
三
三
に
「
入
二
年
院
卒
牛
車
十
三
爾
図
」
、
同

一
一
一
一
五
に
「
図
其
七
雨
折
傷
口
口
可
繕
、
六
爾
完
図
」
と
あ
り
、

甲
渠
候
官
の
車
雨
の
牢
数
近
く
は
故
障
が
あ
っ
た
。
E
P
T
六
五
ぃ
四

五
九
に
よ
れ
ば
、

+阜
商
の
軸
受
け
な
ど
の
部
品
は
都
尉
の
庫
か
ら
支
給

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
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(お
)

A

M
M

二
四
八
・
八
(
労
一
八
)
簡
に
「
図
並
豚
索
随
車
道
東
北
図
」

と
あ
り
、
「
豚
索
開
」
に

「車
道
」
が
通
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
泌
)
も
ち
ろ
ん
車
雨
を
牽
引
す
る
牛
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

候
官
レ
ベ
ル
の
牛
に
関
す
る
関
脳
資
料
は
ご
く
少
な
い
。
わ
ず
か
に
A

8
二
一
七

・
一
一二

(
発
四
三
二
〉
に
「
出
安
八
十
束
以
食
官
牛

図
」
の
例
が
あ
り
、
甲
渠
候
官
に
官
牛
の
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
候

官
に
は
牛
耕
の
必
要
な
耐
震
地
は
属
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ

の
牛
は
車
雨

牽
引
用
で
あ
る
。
A
お
肩
水
都
尉
府
で
は
、
「
牛
籍
」
が
出
土
し
て
い

る
。
沈
元
「
居
延
漢
簡
牛
籍
考
穆
」
(
考
古
一
九
六
二
年
八
期
〉
参

照。

(
幻
)

玄

-
n
z
o
-
「
。
。
唱
0

・
河
内
門
司
、
h

b

¥

河

g
k山
九
苦

3
2
2位。
P

。hw自『
『

F
L
m
m
w
C己
〈
耳
目
F
q
司
『
命
的
タ
岡
市
町
晶
、吋

.

〈

0
7

ロ.。
o
n
c
B
O
ロ
Z
・

↓ロ
A
Y
官
官

-

N

∞∞i
N由

ω・

(
お
)
『
史
記
』
径
一
一
一

O
汲
鄭
列
博
、
鄭
嘗
時
に

及
晩
節
、
漢
征
旬
奴
、
招
四
夷
、
天
下
費
多
、
財
用
盆
底
。

(
大
農

鄭
)
荘
任
人
賓
客
潟
大
農
俄
人
、
多
通
負
。
司
馬
安
魚
准
陽
太
守
、

設
其
事
、
妊
以
此
陥
罪
、
照
盛
岡
庶
人
。

と
あ
る
。
『
漢
書
』
巻
五

O
の
本
市
聞
は
「
俄
人
」
を
「
俄
入
」
に
作
っ

て
お
り
、
そ
の
場
合
「
入
」
は
下
旬
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
漢
簡
の

用
例
を
見
る
限
り
、

『
史
記
』
の
テ
キ
ス
ト
の
方
が
魅
力
的
で
あ
る
。

「
多
遜
負
」
は
、
俄
運
の
輸
迭
寅
績
が
目
標
を
大
幅
に
下
回
っ
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
輸
迭
の
請
負
契
約
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ヲ匂
。

(
拘
)

『
波
書
』
径
九
O
酷
吏
停
、
回
延
年
に

昭
帝
大
行
時
、
方
上
事
暴
起
、
用
度
未
務
。
:
:
:
初
、
大
司
農
取
民

牛
車
三
薦
問
篤
俄
、
載
沙
便
橋
下
、
途
致
方
上
、
車
直
千
銭
、
延
年

上
簿
詐
櫓
倣
直
二
千
、
凡
六
千
湾
、
盗
取
其
字
。

と
あ
る
。
宣
帯
の
初
年
、
長
安
の
西
に
あ
る
便
橋
か
ら
昭
一
帝一
の
陵
ま
で

の
俄
運
費
が
寧
一
雨
あ
た
り
千
銭
だ
っ
た
こ
と
、

ま
た
こ
の
金
額
が
操

作
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
『
九
章
算
術
』
巻
六
均
輪
-章
の

第
三
間
で
は

「一

車
載
二
十
五
斜
、
輿
俄

一
塁
一
銭」
、
第
四
問
で
は

労
働
者
の

「傭
債
」
が
一
日
五
J
十
銭
、
「
六
人
共
車
、
車
載
二
十
五

斜
、
重
車
日
行
五
十
里
、

空
車
日
行
七
十
皇
、
載
稔
之
聞
各
一
日
」
と

い
う
僚
件
で
倣
運
の
費
用
が
計
算
さ
れ
て
い
る
。

(

ω

)

こ
の
他
、
居
延
新
筒
E
P
T
七
一
四
、
五
九
日
一

0
0、
五
九
二

七
五
も
同
様
の
簡
で
あ
る
。

(

H
U
)

居
延
新
関
E
P
T
四
九
日
五
三
も
同
様
の
書
き
方
の
名
籍
だ
が
、

「就
人
」
を
雇
っ
た
人
物
は
「
醤
家
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

(
必
)
居
延
新
簡
E
P
T
五
七

・
二
五
に
「
受
卒
明
里
劉
親
就
人
図
」
と
あ

り
、
「
山
富
家
」
と
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
人
を
雇
っ
て
穀
物
を

候
官
に
輸
迭
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
部
J
却
の
例
は

「
醤
家
」
関
係
の
関
と
し
て
一
括
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

(
必
)
居
延
新
簡
E
P
T
四
一
二
日
六
五
に

「
図
居
掻
二
年
正
月
甲
午
倉
沓
夫

戎
付
醤
家
卒
口
里
口
図
」
と
あ
る
。
「
醤
家
」
は
居
延
都
尉
府
か
居
延

燃
の
官
倉
か
ら
穀
物
を
受
け
取
り
、
候
官
ま
で
輪
迭
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
現
在
「
醤
家
」
関
係
の
餅
般
は
A
8
破
滅
子
出
土
の
も
の
だ
け
に

見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
居
延
燃
の

「
醤
家
」
の
動
員
が
居
延
都
尉
府
管

内
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
「
醤
家
」
か
ら
の
徽
設
は
、
穀
物
自
睦
の
徴
設
や
強
制
買
上
げ
で
は

な
く
、
験
迭
力
の
徴
震
に
限
定
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
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(
川
叫
)

『
聾
銭
論
』
禁
耕
篇

文
皐
目
、
「
:
:
:
故
堕
冶
之
庭
、
大
倣
皆
依
山
川
、
近
銭
炭
、
其
勢

威
遠
而
作
劇
。
郡
中
卒
践
更
者
、
多
不
勘
、
責
取
庸
代
。
蘇
邑
或
以

戸
口
一眠時紙
、
而
賎
卒
其
準
。
良
家
以
道
次
設
俄
運
。
聾
餓
煩
費
、
百

姓
病
苦
之
。
:
:
:
」

(
必
)
卒
中
苓
次
「
居
延
漢
鱗
と
漠
代
の
財
産
税
」
(
『
中
園
古
代
の
田
制

と
税
法』

所

収

東

洋
史
研
究
倉

一
九
六
七
〉

参
照
。

(
必
)

『
漢
書
』
巻
九
九
王
努
停
下
、

天
鳳
六
年
(後

一
九
)

一
切
税
天
下
吏
民
、
醤
三
十
取
て
鎌
寓
皆
総
長
安
。
:
:
:
翼
卒
達

率
回
況
奏
郡
豚
醤
民
不
賞
。
葬
復
三
十
税
一
、
以
況
忠
言
憂
園
、
進

爵
鴛
伯
、
賜
銭
二
百
首
向
。
衆
庶
皆
雪
之
。

(
幻
)
籾
山
明
「
漢
代
結
俸
習
俗
考
|
石
刻
資
料
と
郷
里
の
秩
序
ω
|
」
(
島

根
大
準
法
文
拳
部
紀
要
文
家
科
編
第
九
銃
|
一
一
九
八
六
)
参
照
。

〈
必
〉
居
延
新
簡
E
P
F
ニ
二
二
二
六
四
に
「
所
受
遁
吏
醤
家
部
吏
卒
所
総

穀
車
雨
」
と
あ
り
、
第
一
章
に
述
べ
た
懲
罰
的
検
迭
、
吏
卒
の
輪
迭
除

に
よ
る
検
迭
と
並
ん
で
「
醤
家
」
に
よ
る
検
迭
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

E
P
T
七
日
一
七
も
同
様
の
簡
。

臨
時
の
措
置
か
否
か
は
別
と
し
て
、

「
醤
家
」
か
ら
の
輸
迭
力
徴
設
が
、
侯
官
へ
の
穀
物
の
輪
迭
手
段
の
一

33 

つ
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(
品
開
)
『
史
記
』
巻
一

O
四
回
叔
列
俸
緒
少
孫
補
に
「
任
安
、
紫
陽
人
也
。

少
孤
貧
困
、
篤
人
終
車
之
長
安
、
留
、
求
事
局
小
吏
、
未
有
因
縁
也
。

因
占
著
名
数
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
ー
の
た
め
に
持
率
す
」
と
い
う
表
現

が
文
献
に
残
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
の
他
『
漢
書
』
巻
六
四
上
朱
貿
臣

俸
に
「
後
数
歳
、
買
匡
隠
上
計
吏
昼
間
卒
、
時
柑
重
車
至
長
安
。
」
と
あ
る

の
は
徳
役
の
際
の
「
絡
事
」
の
例
、
ま
た
前
註
(
む
)
に
は
李
陵
の
部
下

の
兵
士
が
「
終
車
」
し
た
例
も
あ
る
。

(
印
)
陳
直
「
居
延
漢
簡
解
要
」
(
『
居
延
漢
簡
研
究
』
所
収
天
津
古
籍

出
版
社
一
九
八
六
)
四
二
六
頁
は
こ
の
簡
を
「
終
車
河
南
郡
第
ご

と
讃
み
、
河
南
郡
の
車
父
の
考
績
で
第
一
等
を
得
た
こ
と
を
記
す
と
解

開
押
し
て
い
る
が
、
行
き
過
ぎ
た
想
像
と
す
べ
き
で
あ
る
。

(
日
)
註
(
5
)
に
あ
げ
た
設
掘
簡
報
、
及
び
議
冗
逮
「
粟
君
所
責
冠
恩
事
関

朋
略
考
」
(
文
物
一
九
七
八
年
一
期
)
、
大
庭
惰
「
居
延
新
出

『候

粟
君
所
責
冠
恩
事
』
朋
書
|
愛
書
考
補
l
」
(
註
(

1

)

前
掲
書
所
収
〉
、

〉
・
司

-
P
E己目。唱
hy
〉

F
曲
者
臼
巳
H

O
同
〉
・
ロ
-

N
∞
・
句
H
R
札

芯

匂

S
。，

h
h
g向
。

N2・
3
5与
え
志
¥
降
、
同
司
ど
ミ
守

S
F
5
2
E
P
P

5
3・
参
照
。
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HAN DOCUMENTS OF MILITARY TRANSPORT

RECORDED ON WOODEN SLIPS EXCAVATED

　　　　　　　　

FROM JUYAN 居延漢簡

Sahara Yasuo

　　

The purpose of this article is to arrange in order many types of Han

documents recorded on the wooden slips eχcavated from Juyan in Gansu

（Jｕyａｎ７Ｈａｎｊｉａｎ居延漢簡）in193O's and 197O's. In the age of Han, this

region had soldiers（shｕｚｕ戌卒) stationed in ａ number of watchtowers

（hoｕｓｕi

　

候燧）

　

to

　

look

　

out

　

for

　

the

　

nomadic

　

tribes' invasion.　The

supplies such as provision and arms were placed under the management

of the watchtower captain (houguan侯官), and were transported by the

troops specially constituted by his officers and soldiers. The means of

transportation was ａ cow carriage which was provided for each captain

and driven by special shuzus　called chefu　車父. The carriages and

chefus had originally been dispatched　there　with infantries from all

parts

　

of

　

the

　

Empire

　

and

　

enrolled

　

into the　frontier　forces.　Those

forces, however, had　no independent transport troops to support them｡

Therefore they always had to mobilize part of their own personnel　for

that task, which　was destined to suffer from lack of hands. To make

up

　

for this　disadvantage, they　could　resort to hiring　carriages　and

hands (jiuren就人) from the neighbouring areas, or sometimes, imposing

special labour services of transporting cereals on　rich civilians (zijia

貧家), most of whom used employees to fulfill this duty.　Thus the

transportation channels of the frontier forces were overlapped with the

regional transportation　networks　of　the　commodities　indispensable　for

the neighbouring society.
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